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五

　

郭
勛
（
一
四
七
五
？
―
一
五
四
二
、
字
世
臣
、
號
東
泉
・
蒼
嵓
）
は
、
朙
太
祖
朱
元

璋
を
輔
け
て
武
定
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
開
國
の
功
臣
、
郭
英
の
六
世
孫
で
あ
る
（
五

代
目
の
武
定
侯
を
襲
𣝣
）。
名
門
た
る
公
侯
家
の
武
臣
で
あ
り
、
嘉
靖
年
閒
（
一
五
二

二
―
六
六
）
に
は
世
宗
の
寵
愛
を
受
け
て
時
め
き
、
軍
政
を
掌
握
、
且
つ
政
治
的

に
も
內
閣
首
輔
と
同
等
の
發
言
力
を
持
つ
な
ど
、
權
勢
を
擅
に
し
た
。
し
か
し
嘉

靖
二
十
年
（
一
五
四
一
）、
數
々
の
不
法
行
爲
、
及
び
不
軌
（
謀
反
）
と
い
う
大
罪

の
嫌
疑
で
彈
劾
さ
れ
、
翌
年
獄
中
に
死
し
た
。
歷
史
的
に
は
、
張
瓉
・
嚴
嵩
・
胡

守
中
と
共
に
「
四
凶
」（
堯
舜
時
代
の
渾
敦
・
窮
奇
・
檮
杌
・
饕
餮
に
擬
え
た
稱
）
の
烙

印
を
押
さ
れ
、
巨
惡
の
徒
と
さ
れ
る
。

　

郭
勛
は
文
學
史
に
お
い
て
も
、『
三
國
志
演
義
』『
水
滸
傳
』
を
私
刻
（
家
刻
、

自
費
出
版
）
し
た
人
物
と
し
て
名
を
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
か
く
も
貴
顯
の
位
に

あ
り
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
通
俗
白
話
小
說

―
通
常
は
民
閒
の
書
坊
か
ら
商
業

目
的
で
出
版
さ
れ
る
「
俗
文
學
」

―
を
、
私
費
で
自
主
的
に
刊
行
し
た
意
圖
は

ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
と
も
す
れ
ば
知
識
人
か
ら
の
蔑
み
の
眼
に
さ
ら
さ
れ
得
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、『
水
滸
傳
』
の
如
き
反
體
制
的
な
思
想
を
は
ら
む
書

の
刊
行
に
至
っ
て
は
、
自
身
の
政
治
的
地
位
の
危
險
さ
え
も
招
き
か
ね
な
い
。
或

い
は
、
そ
れ
ら
の
危
險
性
に
勝
る
確
固
た
る
信
念
と
目
的
が
、
兩
小
說
の
私
刻
に

踏
み
切
っ
た
背
景
に
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

こ
の
問
題
は
、
兩
作
品
の
朙
代
後
朞
に
お
け
る
受
容
の
あ
り
方
、
ひ
い
て
は
通

俗
小
說
の
發
展
史
に
も
關
わ
っ
て
こ
よ
う
。

一
　
郭
勛
の

學
活
動
―
先
行
硏
究
と

料
の
再
整
理
―

（
一
）
先
行
硏
究

　
『
朙
史((

(

』
卷
一
三
〇
「
郭
英
傳
」
の
郭
勛
傳
は
、
郭
勛
の
人
と
な
り
に
つ
い

て
、「
桀
黠
㊒
智
數
、
頗
涉
書
史
」（
權
謀
術
數
に
長
け
、
書
史
を
頗
る
閱
讀
し
た
）
と

紹
介
す
る
。
生
平
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
正
德
年
閒
（
一
五
〇
六
―
二
一
）、
兩

廣
（
現
廣
東
省
・
廣
西
壯
族
自
治
區
）
に
駐
在
し
、
の
ち
團
營
（
京
軍
三
大
營
）
の
一

つ
三
千
營
を
掌
る
。
嘉
靖
初
に
團
營
を
掌
り
、
大
禮
の
議
（
後
述
）
を
機
に
世
宗

の
寵
愛
を
得
、
嘉
靖
十
八
年
に
は
翊
國
公
に
進
む
。
李
福
逹
の
獄
な
ど
を
經
て
廷

臣
に
多
く
の
仇
を
作
り
、
嘉
靖
二
十
年
、
贈
收
賄
及
び
店
房
（
皇
族
等
が
私
稅
を

徵
收
す
る
茶
店
・
酒
店
・
貸
倉
庫
等
の
店
舖
）
の
不
法
設
置
等
を
給
事
中
戚
賢
・
李
鳳

來
ら
よ
り
彈
劾
さ
れ
る
。
こ
の
頃
、
軍
役
の
監
査
を
命
ぜ
ら
れ
る
も
敕
を
履
行
せ

ず
、
こ
れ
を
言
官
に
彈
劾
さ
れ
る
と
、「
何
必
更
勞
賜
敕
」（
ど
う
し
て
更
に
敕
を
賜

る
勞
を
お
か
け
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
）
と
非
禮
な
疏
辨
を
し
た
と
い
う
。
さ
ら
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日
本
中
國
學
會
報　

第
七
十
一
集

七
六

○
郭
勛
刻
『
毓
慶
勳
懿
集
』
八
卷
（
正
德
十
一
年
序
。
武
定
侯
家
に
所
藏
さ
れ
た
文

書
〔
墓
誌
・
祭
文
、
敕
・
誥
劵
、
詩
文
等
〕
を
收
錄
。
管
見
は
國
立
北
平
圖
書
館
舊

藏
本
の
景
照
〔
東
洋
文
庫
藏
、
Ⅱ-

一
〇-

Ｄ-

四
七
〇
〕）

○
寧
波
天
一
閣
藏
朙
刻
本
『
奏
進
郭
勛
案
狀
』（
嘉
靖
二
十
年
の
郭
勛
獄
案
に
關
わ

る
奏
上
・
詔
諭
を
收
錄
。
管
見
は
『
天
一
閣
藏
朙
代
政
書
珍
本
叢
刊
』〔
北
京
綫
裝
書

局
、
二
〇
一
〇
年
〕
第
二
一
册
に
收
錄
の
影
印
）

筆
者
は
豫
て
こ
れ
ら
の
史
料
の
整
理
を
行
い
、
郭
勛
の
生
平
と
文
學
活
動
の
背
景

に
つ
い
て
基
礎
的
硏
究
を
發
表
し
て
き
た
。
以
下
に
成
果
を
槪
括
し
て
お
く
。

　

第
一
に
、
郭
勛
が
生
ま
れ
育
っ
た
武
定
侯
郭
家
の
社
會
的
地
位
に
つ
い
て
で
あ

る
。
武
定
侯
郭
氏
は
、
武
勳
を
建
て
且
つ
皇
室
と
姻
戚
關
係
を
持
つ
「
勳
戚
」

で
、
士
大
夫
及
び
皇
帝
か
ら
も
一
目
置
か
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
ま
ず
始
祖
郭
英

の
妹
は
太
祖
朱
元
璋
の
郭
寧
妃
で
、
魯
王
朱
檀
を
產
ん
で
い
る
（
封
地
は
兗
州
〔
現

山
東
省
濟
寧
市
〕。
魯
王
府
は
南
朙
の
監
國
魯
王
朱
以
海
ま
で
續
く
）。
郭
英
の
長
子
郭

鎭
は
太
祖
十
二
皇
女
永
嘉
公
主
を
娶
り
、
ま
た
娘
二
人
は
遼
王
・
郢
王
に
嫁
し
、

さ
ら
に
庶
孫
に
は
仁
宗
洪
武
帝
の
貴
妃
郭
氏
が
い
る
。
そ
し
て
郭
勛
の
父
郭
良
の

妻
栢
氏
は
、
憲
宗
成
化
帝
賢
妃
の
同
母
妹
で
あ
っ
た
（
拙
論
參
照（

（
（

）。

　

第
二
に
、
武
定
侯
家
の
高
い
文
化
水
準
に
つ
い
て
で
あ
る
。
と
り
わ
け
郭
英
の

庶
孫
郭
登
（
郭
勛
の
高
叔
祖
に
あ
た
る
）
は
、
緬
甸
（
現
ミ
ャ
ン
マ
ー
）
平
亂
や
土
木

の
變
で
武
勳
を
擧
げ
て
定
襄
伯
に
封
ぜ
ら
れ
な
が
ら
、「
國
朝
武
臣
能
詩
者
、
莫

過
定
襄
伯
郭
元
登
」（
朙
・
李
東
陽
撰
『
麓
堂
詩
話
』）
と
稱
さ
れ
る
ほ
ど
詩
才
に
秀

で
た
人
物
で
あ
っ
た
。
著
作
も
多
く
、
郭
勛
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
與
え
た
も

の
と
み
ら
れ
る
（
拙
論
參
照（

（
（

）。

　

第
三
に
、
郭
勛
の
豐
富
な
刻
書
活
動
に
つ
い
て
で
あ
る
。
以
下
に
筆
者
が
把
握

し
て
い
る
郭
勛
の
家
刻
本
を
、（
ａ
）
～
（
ｆ
）
の
ジ
ャ
ン
ル
に
分
け
て
列
擧
す

る
（
郭
勛
刻
本
及
び
そ
の
重
刻
・
覆
刻
・
鈔
本
と
も
に
現
佚
と
み
ら
れ
る
書
は
（　

）
內

に
大
逆
犯
張
延
齡
（
外
戚
）
と
の
密
通
の
嫌
疑
を
給
事
中
高
時
よ
り
吿
發
さ
れ
、

世
宗
の
怒
り
を
買
い
、
同
年
九
⺼
に
錦
衣
衞
に
投
獄
さ
れ
る
。
世
宗
に
は
郭
勛
を

宥
恕
す
る
意
向
も
あ
り
、
斬
罪
を
求
め
る
法
司
の
議
案
を
留
め
置
い
た
が
、
連
累

を
恐
れ
た
廷
臣
に
は
手
を
差
し
べ
る
者
も
無
く
、
翌
嘉
靖
二
十
一
年
冬
、
郭
勛

は
獄
中
に
死
し
た
。
但
し
不
軌
の
嫌
疑
が
事
實
で
あ
っ
た
か
は
疑
わ
し
く
、『
朙

史
』
卷
一
九
六
「
夏
言
傳
」
に
據
れ
ば
、
後
に
世
宗
は
郭
勛
と
軋
轢
の
あ
っ
た
大

學
士
夏
言
が
郭
勛
失
脚
の
裏
で
暗
躍
し
た
も
の
と
疑
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
郭
勛
に
言
及
す
る
從
來
の
硏
究
は
主
に
、『
水
滸
傳
』
の
現
存
版
本
の

中
か
ら
所
謂
「
郭
武
定
本
」
を
特
定
せ
ん
と
す
る
試
み
る
も
の
で
あ
っ
た（

（
（

（
現
段

階
で
は
未
發
見
・
未
特
定
）。
一
方
、
郭
勛
の
生
平
や
文
學
活
動
に
焦
點
を
當
て
た

硏
究
は
少
な
く
、
僅
か
に
戴
不
凢
氏
と
胡
吉
勛
氏
の
論
考
が
專
論
と
い
え
る
。
戴

不
凢
「
疑
施
耐
庵

郭
勛（

（
（

」（
一
九
八
〇
年
）
は
、『
水
滸
傳
』
が
郭
勛
な
い
し
幕

下
の
御
用
文
人
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
大
膽
な
假
說
を
提
起

す
る
（
本
論
第
四
節
で
も
言
及
）。
胡
吉
勛
「
郭
勛
刊
書
考
論
―
家
族
史
演
繹
刊
佈

與
朙
中
葉
政
治
的
互
動（

（
（

」（
二
〇
一
五
年
）
は
、
郭
勛
の
刻
書
活
動
を
槪
括
し
た
著

論
で
あ
る
（
但
し
網
羅
的
な
調
査
に
は
至
っ
て
い
な
い
）。

　

先
行
硏
究
の
問
題
點
を
敢
え
て
指
摘
す
る
な
ら
ば
、
郭
勛
の
生
平
の
考
證
に
用

い
る
史
料
が
『
朙
史
』
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
文
學
活
動
の
素
地
と
な
り
得

る
文
化
水
準
や
社
會
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
っ
た
要
素
に
は
㊟
意
が
向
け
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
、『
三
國
志
演
義
』
の
刊
行
意
圖
に
は
全
く
觸
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
、
體
系
的
且
つ
考
證
的
な
硏
究
が
少
な
い
こ
と
が
擧
げ
ら
れ
よ
う
。

（
二
）
筆
者
が
用
い
た
追
加

料
と
硏
究
成
果

　
　
　
　
―
『
千
金
寶
要
』
郭
勛
序
の
紹
介
を

ね
て
―

　

郭
勛
の
事
蹟
は
『
朙
史
』
の
他
に
も
、『
朙
實
錄（

（
（

』
に
數
百
條
が
見
え
る
。
加

え
て
、
左
に
擧
げ
る
史
料
も
重
要
な
硏
究
㊮
料
と
な
る
。
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七
七

陰
陽
、
逹
五
運
六
氣
之
機
、
識
生
尅
制
化
之
妙
者
、
又
焉
能
升
堂
入
室
、
而

造
夫
精
微
之
旨
趣
乎
。

　

肈
自
神
農
作
『
本
草
』、
黃
帝
著
『
內
經
』、
實
爲
醫
衟
之
宗
、
萬
世
㊒
賴

焉
。
厥
後
若
扁
鵲
・
盧
醫
・
醫
和
・
醫
緩
・
倉
公
・
仲
景
・
華
陀
・
叔
和
軰
、

相
繼
闡
揚
其
衟
、
皆
能
起
死
回
生
、
而
聖
於
醫
者
。

　

唐
孫
思
邈
不
事
王
侯
、
高
尙
其
志
、
以
醫
聖
鳴
於
時
。
說
者
謂
邈
切
脉
投

藥
、
如
羿
之
射
、
弈
之
棋
、
無
空
矢
、
無
敗
局
、
其
掌
握
造
化
者
耶
。
嘗
郊

行
、
見
一
靑
蛇
爲
人
擊
損
、
因
以
藥
傳マ

マ

之
、
置
之
草
閒
而
去
。
後
㊒
黃
巾
卒
、

邀
邈
入
海
。
龍
君
冕
服
延
邈
上
座
、
謝
曰
、「
小
兒
偶
嬉
塵
世
、
被
牧
竪
所

傷
、
重
勞
衟
者
相
救
、
再
造
之
恩
也
。」
遂
呼
子
出
拜
、
乃
一
絳
衣
顖
毛
童

也
。
具
席
相
待
、悉
水
陸
珍
竒
。
邈
但
飮
酒
不
茹
葷
、龍
君
問
故
。
邈
曰
、「
行

氣
耳
。」
堂
下
盛
列
女
娥
歌
舞
、邈
視
久
之
、龍
君
曰
、「
㊒
所
欲
乎
。」
邈
曰
、

「
外
㊒
所
觀
、
內
無
所
欲
。」
瀕
行
以
珍
貝
及
朙
珠
爲
贐
、
邈
再
四
辭
免
、
一

無
所
取
。
龍
君
嘆
曰
、「
眞
衟
者
。」
乃
出
龍
宮
方
三
十
首
付
之
、
囑
曰
、「
此

天
醫
祕
方
、
當
珍
重
。」
邈
受
之
而
還
。
後
邈
撰
『
千
金
方
』、
每
一
證
則
置

一
龍
宮
方
。
於
內
曰
、「
在
人
自
取
。」
不
敢
輕
泄
神
祕
故
也
。

　

正
德
壬
申
、
勛
奉
命
掛
印
來
鎭
兩
廣
。
地
瀕
嶺
海
、
歲
多
瘴
癘
、
士
卒
罹

染
者
多
。
心
甚
惻
焉
。
籌
邉
機
務
轇
轕
中
、
偶
南
都
詩
友
彭
君
大
用
來
梧
、

出
示
此
書
。
於
是
詳
檢
諦
觀
、
羨
其
製
方

捷
、
用
藥
近
易
、
而
取
效
甚
速
、

與
『
本
草
』
引
用
諸
方
脗
合
、
誠
稀
世
之
書
、
民
生
日
用
不
可
缺
者
。
但
石

刻
經
歷
歲
⺼
之
久
、
風
雨
剝
蝕
、
字
畫
漫
漶
、
雖
經
鑱
補
、
不
無
魯
魚
亥
豕

之
訛
。
於
是
三
復
讎
校
、
朙
白
無
疑
、
付
之
家
僮
、
鋟
梓
用
廣
流
布
、
及
窮

鄕
僻
邑
之
人
、
得
覩
是
集
。
時
或
遘
疾
、
偶
不
遇
醫
、
則
因
病
檢
方
、
因
方

用
藥
、
人
人
得
以
自
療
、
贖
復
命
脉
、
以
永
其
天
年
。
若
然
則
醫
天
下
之
事

功
、雖
不
敢
仰
企
其
萬
一
、而
於
國
家
仁
育
黎
元
之
意
、未
必
無

忽
之
助
云
。

に
記
す
。
刊
刻
時
朞
の
わ
か
る
も
の
に
は
小
字
の
㊟
を
付
す
）。

（
ａ
）
詩
文
集
：（『
郭
氏
文
獻
集
』
正
德
七
年
序
）・『
白
樂
天
詩
集
』
正
德
十
二

年
序
・『
唐
元
次
山
文
集
』
正
德
十
二
年
序
・『
白
樂
天
文
集
』
正
德
十
四
年
序

（
ｂ
）
曲
選
：『
雍
熙
樂
府
』
嘉
靖
十
年
序

（
ｃ
）
家
傳
・
家
集
：『
三
家
世
典
』
正
德
十
・
十
一
年
序
・『
毓
慶
勳
懿
集
』
正
德

十
一
年
序

（
ｄ
）
實
用
書
：（『
將
鑑
博
議
』
正
德
十
年
序
）・『
千
金
寶
要
』
正
德
十
一
年
序
・

『
詩
韻
釋
義
』
正
德
十
五
年
序

（
ｅ
）
通
俗
白
話
小
說
：（『
三
國
通
俗
演
義
』）・（『
水
滸
傳
』）・（『
國
朝
英
烈
記
』

〔
一
說
に
『
英
烈
傳
』〕）

（
ｆ
）
內
容
不
朙
：（『
太
和
傳
』〔
一
說
に
『
太
和
記
』〕）

各
本
の
內
容
に
つ
い
て
は
拙
著
に
て
紹
介
し
、
現
存
が
確
認
で
き
る
も
の
は
書
誌

情
報
・
書
影
の
一
部
・
序
文
の
全
文
も
揭
載
し
た
が（

（
（

、
そ
の
後
、
當
時
傳
本
を
把

握
し
て
い
な
か
っ
た
醫
書
『
千
金
寶
要
』（
臺
北
國
立
故
宮
博
物
院
藏
、
淸
末
楊
守
敬

鈔
本
〔
統
一
編
號
故
觀
〇
〇
一
二
九
八-

〇
〇
一
二
九
九
〕）
を
調
査
す
る
機
會
を
得

た
。
こ
の
鈔
本
の
卷
首
に
置
か
れ
た
正
德
十
一
年
（
一
五
一
六
）
の
郭
勛
に
よ
る

自
序
「
重
刊
千
金
寶
要
序
」
は
、
現
在
確
認
し
得
る
唯
一
の
郭
勛
自
筆
の

0

0

0

0

0

0

0

0

著0

述0

で

あ
る
。
影
印
は
出
て
お
ら
ず
目
睹
に
不
便
な
文
獻
で
あ
る
か
ら
、
㊮
料
性
を
考
慮

し
て
、
以
下
に
全
文
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
（
句
讀
點
は
原
本
に
附
さ
れ
た
句
點

に
基
づ
く
。
そ
の
他
記
號
、
及
び
改
行
は
筆
者
に
よ
る
）。

　

昔
人
嘗
言
、
逹
則
爲
良
相
以
醫
天
下
、
窮
則
爲
良
醫
以
醫
一
方
。
醫
天
下

者
、
不
可
必
、
醫
一
方
者
、
係
乎
人
。
則
醫
衟
恆
與
相
業
竝
稱
者
、
以
其
能

拯
疲
癃
濟
夭
閼
、
納
斯
民
於
壽
康
之
域
也
。
然
勢
位
懸
絕
、
不
啻
霄
壤
、
其

仁
民
利
物
之
功
、
則
一
耳
。
顧
其
爲
衟
幽
微
玄
奧
、
苟
非
深
窮
理
學
、
洞
曉



日
本
中
國
學
會
報　

第
七
十
一
集

七
八

ま
ず
言
及
さ
れ
る
史
料
は
、
朙
代
後
朞
の
著
名
な
藏
書
家
、
晁
瑮
（
字
君
石
、
嘉

靖
二
十
年
の
進
士
）
に
よ
る
家
藏
書
目
錄
『
晁
氏
寶
文
堂
書
目（

（1
（

』（
嘉
靖
後
朞
～
萬

曆
初
葉
の
成
立
か
）
で
あ
る
。
そ
の
中
卷
「
類
書
」
部
に
、「『
水
滸
傳
』
武
定
板
」

「『
三
國
通
俗
演
義
』
武
定
板
」
が
著
錄
さ
れ
る
。
書
名
下
の
㊟
記
は
、
撰
者
や
卷

數
、
刊
刻
時
朞
、
刊
刻
地
な
ど
、
抄
本
・
版
本
の
種
類
の
記
錄
で
あ
り
、
こ
の

「
武
定
板
」
は
、
郭
勛
に
よ
る
家
刻
本
を
指
す
と
見
做
さ
れ
て
い
る
。

　
『
水
滸
傳
』
に
つ
い
て
は
、
他
に
も
郭
勛
が
私
刻
し
た
こ
と
を
示
す
史
料
が
あ

る
。
例
え
ば
、
中
國
國
家
圖
書
館
藏
『
忠
義
水
滸
傳
』
一
百
卷
（
淸
康
熙
五
年
石

渠
閣
重
修
本
、
索
書
號
一
〇
七
〇
八
）
に
附
さ
れ
た
天
都
外
臣
（
汪
衟
昆
〔
字
伯
玉
、

嘉
靖
二
十
六
年
の
進
士
〕
の
號
）「
水
滸
傳
序
」
に
、「
嘉
靖
時
郭
武
定
重
刻
其
書
、

削
去
致
語
、
獨
存
本
傳（

（（
（

」（
嘉
靖
年
閒
に
武
定
侯
郭
勛
が
そ
の
書
〔『
水
滸
傳
』〕
を
刻
し

た
が
、
致
語
〔
詩
詞
か
〕
を
削
り
、
本
傳
の
み
を
殘
し
た
）
と
見
え
る
。
こ
の
序
の
署

名
を
含
む
末
行
は
切
り
取
ら
れ
て
お
り
（「
天
都
外
臣
」
の
旁
の
一
部
が
認
め
ら
れ
る

程
度
）、
序
自
體
の
眞
僞
に
は
議
論
が
あ
る
が
、
二
〇
一
七
年
に
日
本
傳
存
の
石

渠
閣
補
刻
本
（
現
京
都
大
學
藏
）
が
發
見
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
小
松
謙
氏
が
發

表
さ
れ
た
近
稿
で
は
、
本
物
の
可
能
性
が
高
い
と
論
じ
ら
れ
て
い
る（

（1
（

。
ま
た
朙

末
・
錢
希
言
『
戲
瑕
』
卷
一
「
水
滸
傳
」
に
も
「
今
坊
閒
刻
本
、
是
郭
武
定
刪
後

書
矣
」（
近
頃
の
民
閒
の
書
坊
に
よ
る
刻
本
は
、
郭
武
定
が
刪
節
し
た
後
の
書
で
あ
る
）

と
あ
る
。

二
　
三
國
志
物
語
の
人
物
へ
の
シ
ン
パ
シ
ー

　
『
三
國
志
演
義
』
私
刻
の
意
圖
を
考
察
す
る
に
際
し
、
ま
ず
は
郭
勛
が
一
人
の

讀
者
と
し
て
三
國
志
物
語
の
人
物
を
敬
愛
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

第
一
に
、
諸
葛
孔
朙
へ
の
共
鳴
で
あ
る
。
郭
勛
は
正
德
六
～
十
二
年
に
鎭
守
兩

廣
總
兵
官
と
し
て
廣
西
梧
州
に
駐
在
し
、
當
地
の
反
亂
を
鎭
壓
す
る
な
ど
の
勳
功

　
　
　
　
　
　

正
德
十
一
年
歲
次
丙
子
夏
四
⺼

日
、

太
保
武
定
侯
鳳
陽
郭
勛
、
識
于
蒼
梧
之
湌
秀
亭
。

最
終
段
落
に
は
、
郭
勛
が
兩
廣
駐
在
時
に
士
卒
ら
の
疫
病
に
苦
し
む
樣
子
を
目
の

當
た
り
に
し
て
胸
を
痛
め
、
こ
の
醫
書
の
刊
刻
に
至
っ
た
と
い
う
動
機
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
傍
線
部
の
「
版
刻
し
て
廣
く
流
布
さ
せ
、
邊
境
僻
地
の
人
に
至

る
ま
で
、
こ
の
集
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
」、「（
こ
の
書
の
治
療
法
で

人
々
の
命
を
長
ら
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
）
國
家
の
黎
民
を
仁
德
で
以
て
養
わ

ん
と
い
う
意
志
に
と
っ
て
、
僅
か
の
助
け
に
も
な
ら
ぬ
こ
と
は
あ
る
ま
い
」
と
い

う
言
葉
か
ら
は
、
こ
の
出
版
事
業
に
對
す
る
一
種
の
使
命
感
が
感
じ
ら
れ
る
。
郭

勛
は
、
人
民
の
生
活
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
、
㊒
用
な
書
物
を
廣
く
天
下
に
行
き

渡
ら
し
め
よ
う
と
い
う
志
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
出
版
が
人
々
と
社
會
に
與

え
る
影
響
を
深
く
理
解
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　

第
四
に
、
郭
勛
の
文
學
活
動
の
背
景
に
あ
っ
た
人
脉
に
つ
い
て
で
あ
る
。
郭
勛

は
、
白
沙
學
派
の
重
鎭
で
あ
る
湛
若
水
・
張
詡
、
嘉
靖
歬
朞
に
世
宗
に
重
用
さ
れ

た
霍
韜
な
ど
、
嶺
南
出
身
の
一
流
士
大
夫
と
交
誼
が
あ
っ
た
。
彼
ら
の
詩
文
や
奏

疏
に
は
、
郭
勛
の
文
武

備
の
才
や
人
柄
が
高
く
評
價
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
郭
勛

の
幕
下
の
文
人
が
、
家
傳
編
纂
や
奏
疏
起
草
等
の
文
筆
活
動
を
代
行
し
て
い
た
こ

と
も
朙
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、『
水
滸
傳
』
成
立
へ
の
關
與
が
疑
わ
れ
る
李
開

先
、
家
藏
書
目
錄
『
百
川
書
志
』
で
知
ら
れ
る
錦
衣
衞
武
官
の
高
儒
に
つ
い
て

も
、
郭
勛
と
の
交
流
を
匂
わ
せ
る
史
料
が
發
見
さ
れ
た
（
拙
論
參
照（

（
（

）。

　

以
上
の
硏
究
か
ら
、
郭
勛
の
生
平
と
文
學
活
動
の
樣
相
が
鮮
朙
に
な
る
と
と
も

に
、
善
惡
兩
の
顏
を
倂
せ
持
つ
複
雜
な
人
閒
像
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。

（
三
）『
三
國
志
演
義
』『
水
滸
傳
』
私
刻
を
示
す

料

　

郭
勛
が
『
三
國
志
演
義
』『
水
滸
傳
』
を
私
刻
し
た
こ
と
を
示
す
根
據
と
し
て



武
定
侯
郭
勛
に
よ
る
『
三
國
志
演
義
』『
水
滸
傳
』
私
刻
の
意
圖

七
九

三
　『
三
國
志
演
義
』
の
刊
行
意
圖

　
　
　
　
―
「
大
禮
の
議
」
を
視
野
に
―

　

本
節
で
考
察
の
出
發
點
と
す
る
の
は
、
關
中
（
關
西
）
修
髯
子
に
よ
る
「
三
國

志
通
俗
演
義
引
」（
以
下
修
髯
子
序
と
稱
す
）
で
あ
る
。
こ
の
序
は
現
存
す
る
『
三

國
志
演
義
』
諸
版
本
の
う
ち
、
所
謂
「
嘉
靖
壬
午
序
本
」（
上
海
圖
書
館
等
藏
）・

「
周
曰
校
本
」（
國
立
國
會
圖
書
館
等
藏
）・「
夏
振
宇
本
」（
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
藏
）

に
附
さ
れ
て
お
り
、
嘉
靖
壬
午
序
本
は
序
末
に
「
嘉
靖
壬
午
（
元
年
、
一
五
二
二
）

孟
夏
（
四
⺼
）
吉

（
十
五
日
）
關
中
修

マ
マ

子
書
于
居
易
草
亭
」
の
署
名
、「
尙
／

德
」・「
小
書
庄
」・「
關
西
張
子
／
詞
翰
之
記
」
の
印
章
を
持
つ（

（1
（

（
周
曰
校
本
・
夏

振
宇
本
は
「
壬
午
」
を
「
壬
子
」
と
作
る
が
、
筆
者
は
、
兩
者
の
刊
行
者
が
郭
勛
の
獄
へ

の
連
座
を
避
け
て
、
故
意
に
署
名
年
を
僞
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
ま
た
兩
者
に

は
印
章
が
無
い
）。
關
中
（
關
西
）
修
髯
子
が
何
者
で
あ
る
か
は
長
ら
く
謎
と
さ
れ

て
き
た
が
、
筆
者
は
拙
著
『
三
國
志
演
義
成
立
史
の
硏
究
』
序
章
に
お
い
て
、
以

下
の
四
點
を
根
據
と
し
て
、
郭
勛
の
號
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
推
定
し
た
。

（
ⅰ
）
嘉
靖
壬
午
は
、
郭
勛
が
家
刻
本
を
精
力
的
に
刊
行
し
た
時
朞
に
近
い
。

（
ⅱ
）
郭
勛
家
刻
本
『
詩
韻
釋
義
』（
平
水
韻
に
よ
っ
て
漢
字
を
分
類
し
各
字
に
字
義

を
㊟
し
た
韻
書
・
字
書
。
中
國
國
家
圖
書
館
藏
本
〔
索
書
號
〇
二
五
〇
七
〕）
の
題

署
に
は
、「
江
東
☃
厓マ

マ

老
人
集
／
關
西
修
髯
子

0

0

0

0

0

釋
義
」
と
あ
る
。
し
か
し
、

卷
首
の
楊
一
渶
序
に
は
、「
得
之
江
東
☃
崖
」（〔
郭
勛
が
〕
江
東
の
☃
崖
か
ら

こ
れ
を
得
た
）
と
は
あ
る
が
、「
釋
義
」
を
施
し
た
と
い
う
「
關
西
修
髯
子
」

へ
の
言
及
が
無
い
。
郭
勛
が
自
身
の
密
や
か
な
號
を
題
署
に
附
し
、
成
書

に
參
與
し
た
か
の
よ
う
な
體
を
裝
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

（
ⅲ
）
序
文
は
『
三
國
志
通
俗
演
義
』
を
所
藏
す
る
藏
書
堂
の
主
人
修
髯
子
と

客
人
の
問
答
形
式
で
、
末
尾
の
印
章
「
小
書
庄
」
が
そ
の
藏
書
堂
の
名
と

を
擧
げ
た
。
こ
の
武
略
が
孔
朙
の
南
征
を
彷
彿
と
さ
せ
た
ら
し
く
、
同
時
朞
に
顏

文
芳
（
廣
東
南
海
の
人
、
詳
細
不
朙
）
か
ら
贈
ら
れ
た
無
題
詩
に
は
、「
偉

已
聞

超
葛
亮
、
殊
功
應
喜
邁
汾
陽
」（
大
き
な
名

は
諸
葛
亮
を
超
え
る
も
の
と
す
で
に
聞

こ
え
て
お
り
、
優
れ
た
功
勳
は
唐
の
名
將
郭
子
儀
を
超
え
る
も
の
と
お
喜
び
す
べ
き
で
あ

る
／
『
毓
慶
勳
懿
集
』
卷
四
詩
（（
Ａ
）
と
、郭
勛
を
孔
朙
に
擬
え
た
讚
辭
が
見
え
る
。

　

そ
も
そ
も
武
定
侯
郭
氏
は
南
征
と
由
緣
の
深
い
一
門
で
あ
っ
た
。
始
祖
郭
英
は

開
國
と
雲
南

0

0

平0

定
の
功
勳
を
以
て

0

0

0

0

0

0

0

武
定
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
し
、
そ
の

孫
の
郭
登
も
緬
甸
に
南
征
し
た
際
、『
三
國
志
演
義
』
の
孔
朙
の
描
寫
の
如
く
、

緬
人
を
慰
撫
し
な
が
ら
心
服
さ
せ
た
と
い
う
（
朙
・
商
輅
「
追
封
定
襄
侯
謚
忠
武
郭

公
墓
誌
銘
」）。
ま
た
陳
鑑
（
正
統
十
三
年
の
進
士
）「
孝
節
詩
」
に
は
「
㊒
子
如
諸

葛
」（〔
郭
登
の
父
郭
鈺
に
は
〕
諸
葛
の
如
き
子
が
あ
る
／
『
毓
慶
勳
懿
集
』
卷
四
詩
（(
Ｂ
）

と
い
う
表
現
も
見
え
る
（
拙
論
參
照（

（1
（

）。
郭
勛
も
、
こ
れ
ら
の
祖
先
を
偲
び
つ
つ
、

自
身
の
文
武

備
の
才
と
南
征
の
經
歷
を
孔
朙
に
重
ね
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

第
二
に
、
郭
勛
は
關
羽
を
尊
崇
し
て
い
た
。
こ
の
事
は
『
奏
進
郭
勛
案
狀
』

「
刑
部
等
衙
門
謹
題
」
に
、「
勛
要
得
假
借
神
像
扇
惑
人
心
、
不
合
圖
畫
觀
音
・
關

師
等
像
十
餘
萬
軸
、
於
本
年
五
⺼
初
五
等
日
、
招
集
京
城
內
外
軍
民
男
婦
人
等
到

家
頒
給
」（
郭
勛
は
神
像
を
使
っ
て
人
心
を
惑
わ
さ
ん
と
し
、
不
法
に
も
觀
音
・
關
師
の

肖
像
十
數
萬
軸
を
描
き
、
本
年
〔
嘉
靖
十
九
年
〕
五
⺼
五
日
、
都
內
外
の
民
の
男
兒
や
夫

人
ら
を
家
に
集
め
て
配
っ
た
／
（（
Ａ
）
と
見
え
る
。

　

郭
勛
の
孔
朙
・
關
羽
に
對
す
る
親
近
感
や
敬
愛
は
、
お
そ
ら
く
武
臣
と
し
て
の

實
戰
に
基
づ
い
て
お
り
、
知
識
人
が
抱
く
よ
う
な
「
歷
史
的
な
」
評
價
と
は
ま
た

異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
共
鳴
感
が
、
郭
勛
を
小
說
『
三
國
志

演
義
』
の
刊
刻
に
驅
り
立
て
る
要
因
の
一
つ
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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統
」
で
あ
り
、
そ
の
漢
王
室
を
輔
佐
し
て
崇
ぶ
こ
と
こ
そ
「
忠
孝
」
で
あ
る
と
、

讀
者
に
自
然
に
悟
ら
せ
る
こ
と
を
促
す
も
の
だ
と
評
價
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
態
度
は
一
見
、
南
宋
の
朱
熹
が
宣
揚
し
た
蜀
漢
正
統
論
の
旉
衍
に
過
ぎ
ぬ
よ
う

に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
異
民
族
に
中
原
を
奪
わ
れ
た
が
故
に
漢
族
の
正
統
性
に

敏
感
で
あ
っ
た
南
宋
朞
な
ら
ば
と
も
か
く
、
朙
の
嘉
靖
初
朞
に
お
い
て
、
か
か
る

主
張
を
持
ち
出
し
た
背
景
に
は
何
が
あ
っ
た
の
か
。
筆
者
は
、
こ
の
書
の
刊
行
が

世
宗
嘉
靖
帝
の

位
（
正
德
十
六
年
四
⺼
二
十
二
日
）
か
ら
ほ
ぼ
一
年
後
で
あ
る
こ

と
を
考
慮
し
た
上
で
、
當
時
の
朝
廷
の
一
大
論
爭
で
あ
っ
た
「
大
禮
の
議
」
に
お

け
る
皇
統
の
正
統
性
の
問
題
が
關
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

大
禮
の
議
と
は
、
正
德
十
六
年
（
一
五
二
一
）、
武
宗
正
德
帝
が
後
嗣
の
無
い
ま

ま
崩
御
し
た
た
め
、
そ
の
母
張
太
后
と
大
學
士
楊
廷
和
ら
が
、
外
藩
の
安
陸
州

（
現
湖
北
省
鍾
祥
市
）
興
王
府
か
ら
、
武
宗
の
從
弟
に
あ
た
る
朱
厚
熜
（

ち
世
宗
嘉

靖
帝
）
を
迎
え
入
れ
て

位
さ
せ
た
所
、
天
子
の
父
母
へ
の
尊
號
を
め
ぐ
っ
て
對

立
が
生
じ
、
政
治
鬪
爭
へ
と
發
展
し
た
事
件
で
あ
る
。

　

以
下
に
大
禮
の
議
に
お
け
る
對
立
を
整
理
し
て
お
く（

（1
（

。
大
學
士
楊
廷
和
ら
舊
閣

臣
で
構
成
さ
れ
た
所
謂
「
反
議
禮
派
」
は
、
嫡
子
繼
承
に
よ
る
皇
統
（
父
か
ら
子

へ
の
皇
位
繼
承
）
を
「
正
統
」
と
尊
び
、
世
宗
に
對
し
、
伯
父
に
あ
た
る
孝
宗
弘

治
帝
を
「
皇
考
」（
ふ
つ
う
皇
帝
の
生
父
の
號
）、
張
太
后
を
聖
母
（
生
母
）
と
號
す

る
よ
う
求
め
、
孝
宗
と
世
宗
の
閒
に
父
子
關
係
を
擬
制
し
、
形
だ
け
で
も
皇
統
の

嫡
子
繼
承
を
保
と
う
と
し
た
。
そ
の
際
に
根
據
と
し
た
の
は
、
西
周
以
來
の
傳
統

的
宗
法
の
規
範
「
爲
人
後
者
爲
之
子
也
」（
人
の
後
と
爲
る
者
は
之
が
子
と
爲
る
な
り

／
『
春
秋
公
羊
傳
』
成
公
十
五
年
の
傳
）
で
あ
る
。

　

一
方
、
世
宗
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
形
式
上
と
い
え
ど
も
伯
父
・
伯
母
を
父
母

と
號
す
る
こ
と
は
、
實
の
父
母
の
後
嗣
斷
絕
と
い
う
大
不
孝
を
意
味
す
る
。
し
か

し
十
五
歲
の
若
さ
で
外
藩
よ
り
皇
宮
へ
入
っ
た
世
宗
は
孤
立
無
勢
で
、
老
練
の
舊

考
え
ら
れ
る
。
武
定
侯
家
の
藏
書
堂
の
名
も
同
じ
く
「
書
莊
」（
莊
と
庄
は

通
字
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
、高
儒
『
百
川
書
志（

（1
（

』
卷
五
「
史
、目
錄
」
の
「『
書

莊
記
』
一
卷
、
國
朝
武
定
侯
家
刻
書
目
也
」
か
ら
示
唆
さ
れ
る
。

（
ⅳ
）
序
が
書
か
れ
た
「
居
易
草
亭
」
は
、白
居
易
を
意
識
し
た
亭
號
で
あ
ろ
う
。

郭
勛
も
『
白
樂
天
詩
集
』・『
白
樂
天
文
集
』
を
私
刻
し
た
こ
と
に
表
れ
て

い
る
よ
う
に
、
白
居
易
の
詩
文
を
愛
好
し
て
い
た
。
そ
れ
に
因
ん
で
自
宅

の
亭
を
「
居
易
草
亭
」
と
號
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
は
い
ず
れ
も
傍
證
で
は
あ
る
が
、
本
論
で
は
一
先
ず
修
髯
子
序
が
郭
勛
に
よ

っ
て
書
か
れ
た
も
の
と
見
做
し
、
分
析
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

　

修
髯
子
は
、『
三
國
志
通
俗
演
義
』
の
價
値
に
つ
い
て
「
不
幾
近
於
贅
乎
」（
無

駄
に
近
い
の
で
は
な
い
か
）
と
言
う
客
に
對
し
、
以
下
の
如
く
反
駁
す
る
。

　

史
氏
所
志
、
事
詳
而
文
古
、
義
微
而
旨
深
。
非
通
儒
夙
學
、
展
卷
閒
、
鮮

不
便
思
困
睡
。
故
好
事
者
、
以
俗
近
語
、
櫽
栝
成
編
、
欲
天
下
之
人
、
入
耳

而
通
其
事
、
因
事
而
悟
其
義
、
因
義
而
興
乎
感
。
不
待
硏
精
覃
思
、
知
正
統

必
當
扶
、
竊
位
必
當
誅
、
忠
孝
節
義
必
當
師
、
姦
貪
諛
侫
必
當
去
。
是
是
非

非
、
了
然
於
心
目
之
下
、
裨
益
風
敎
、
廣
且
大
焉
。

　
（
史
家
の
記
述
は
、
事
情
が
繁
多
で
文
章
は
古
風
、
衟
理
が
精
深
で
意
義
は
深
奧
で

あ
る
。
古
今
に
通
曉
し
た
博
學
な
儒
者
で
な
け
れ
ば
、
卷
を
開
く
時
、
や
や
不
便
で

眠
く
な
る
。
故
に
好
事
家
が
、
通
俗
的
な
言
葉
を
用
い
、
潤
色
し
て
編
集
し
、
國
中

の
人
が
、
聞
い
て
樂
し
み
つ
つ
事
情
を
理
解
し
、
事
情
か
ら
そ
の
衟
理
を
悟
り
、
衟

理
か
ら
感
動
を
起
こ
せ
る
よ
う
に
し
た
の
だ
。
硏
究
・
深
思
せ
ず
と
も
、
正
統
は
必

ず
扶
く
べ
き
、位
を
盜
め
ば
必
ず
誅
せ
ら
れ
る
べ
き
、忠
義
孝
節
は
必
ず
見
倣
う
べ
き
、

奸
貪
諛
侫
は
必
ず
と
り
除
く
べ
き
と
分
か
る
。善
と
惡
は
、心
の
目
の
下
に
瞭
然
と
し
、

人
民
の
敎
化
に
役
立
つ
こ
と
、
多
大
で
あ
る
。）

つ
ま
り
、『
三
國
志
演
義
』
は
、
劉
備
・
劉
禪
の
蜀
漢
を
も
含
む
漢
王
室
が
「
正



武
定
侯
郭
勛
に
よ
る
『
三
國
志
演
義
』『
水
滸
傳
』
私
刻
の
意
圖

八
一

王
室
が
扶
く
べ
き
「
正
統
」
で
あ
る
こ
と
に
變
わ
り
は
な
く
、「
竊
位
」（
帝
位
を

盜
む
）
者
、

ち
帝
を
傀
儡
に
し
て
擅
に
暴
虐
の
限
り
を
盡
く
す
董
卓
、
帝
を
僭

稱
す
る
袁
術
、
第
十
四
代
獻
帝
に
禪
讓
を
廹
る
曹
氏
一
族
が
「
惡
」
で
あ
る
こ
と

を
讀
者
に
訴
え
る
。
甚
だ
し
き
は
、
中
山
靖
王
の
子
孫
と
し
て
漢
王
室
と
の
血
緣

關
係
を
自
稱
す
る

0

0

0

0

劉
備
ま
で
も
が
「
正
統
」
に
思
え
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
世
宗
を
擁
護
す
る
た
め
に
、
嫡
子
繼
承
（
父
か
ら
子
へ
）
と
い
う
規
範

に
則
し
て
お
ら
ず
と
も
皇
統
は
「
正
統
」
た
り
得
る
と
主
張
す
る
に
は
、『
三
國

志
演
義
』
は
も
っ
て
こ
い
の
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
皇
位
繼
承
時
の
波
亂
は
、
皇
帝
の
權
力
や
權
威
の
弱
體
化
、
ひ
い
て
は

國
家
の
衰
退
を
引
き
起
こ
し

ね
な
い
も
の
で
あ
る
が
、『
三
國
志
演
義
』
は
、

そ
れ
に
對
す
る
警
鐘
の
作
用
も
㊒
し
得
る
。
以
下
に
、
後
漢
末
の
朝
廷
と
嘉
靖
初

の
朝
廷
に
お
け
る
皇
權
の
消
長
に
焦
點
を
當
て
、
分
析
を
加
え
る
。

　

後
漢
第
八
代
順
帝
の
御
代
、
外
戚
の
梁
冀
が
權
力
を
持
っ
た
。
順
帝
が
崩
御
す

る
と
、
梁
冀
は
わ
ず
か
二
歲
の
沖
帝
を
擁
立
し
、
沖
帝
崩
御
後
に
は
そ
の
族
弟
に

あ
た
る
八
歲
の
質
帝
と
い
う
幼
帝
を
擁
立
し
た
。
さ
ら
に
は
質
帝
を
毒
殺
し
、
質

帝
の
族
叔
に
あ
た
る
桓
帝
を
强
引
に

位
さ
せ
る
と
い
う
暴
擧
に
出
る
。
の
ち
梁

冀
は
桓
帝
に
よ
っ
て
肅
正
さ
れ
た
が
、
つ
い
で
宦
官
が
强
い
權
力
を
持
つ
。
こ
こ

か
ら
は
『
三
國
志
演
義
』
の
開
端
に
以
下
の
如
く
語
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。

　

後
漢
桓
帝
崩
、
靈
帝

位
、
時
年
十
二
歲
。
朝
廷
㊒
大
將
軍
竇
武
・
太
傅

陳
蕃
・
司
徒
胡
廣
、
共
相
輔
佐
。
至
秋
九
⺼
、
中
涓
曹
節
・
王
甫
弄
權
。
竇

武
・
陳
蕃
預
謀
誅
之
、
機
謀
不
密
、
反
被
曹
節
・
王
甫
所
害
。
中
涓
自
此
得

權
。（
嘉
靖
壬
午
序
本
第
一
則
冐
頭
）

續
く
靈
帝
（
桓
帝
の
族
姪
）
の
代
に
は
、
黨
錮
の
禁
を
經
て
宦
官
の
專
橫
が
更
に

惡
化
し
、
黃
巾
の
亂
が
起
こ
る
。
そ
し
て
治
亂
の
朝
廷
で
董
卓
に
擁
さ
れ
つ
つ

位
し
た
八
歲
の
獻
帝
に
は
も
は
や
實
權
は
無
く
、
傀
儡
と
し
て
霸
權
爭
い
の
衟
具

閣
臣
に
對
抗
す
る
だ
け
の
根
據
も
提
示
で
き
ず
に
い
た
。

　

最
初
に
世
宗
擁
護
の
疏
を
奏
し
た
の
は
、
世
宗

位
當
年
（
正
德
十
六
年
）
の

進
士
張
璁
（
の
ち
孚
敬
に
改
名
、
字
秉
用
、
永
嘉
〔
現
浙
江
省
溫
州
市
〕
の
人
）
で
あ

る
。
續
く
桂
萼
・
霍
韜
・
席
書
・
方
獻
夫
ら
で
構
成
さ
れ
た
「
議
禮
派
」
は
、
統

（
皇
位
繼
承
）
と
嗣
（
家
族
長
の
繼
承
）
は
別
物
で
、
嗣
の
規
範
で
あ
る
「
爲
人
後
者

爲
之
子
也
」
を
統
に
旉
衍
す
る
必
要
は
無
く
、
血
緣
の
生
父
母
を
尊
重
す
る
こ
と

こ
そ
が
大
孝
で
あ
る
と
し
た
。
か
く
て
援
護
を
得
た
世
宗
は
、
反
議
禮
派
の
官
僚

を
次
々
と
罷
免
し
、
嘉
靖
三
年
、
生
父
で
あ
る
故
興
獻
帝
朱
祐
杬
を
皇
考
、
生

母
蔣
太
后
を
聖
母
と
號
し
、
大
禮
の
議
を
決
着
さ
せ
た
。

　

ち
な
み
に
郭
勛
が
議
禮
派
に
屬
し
た
こ
と
は
、『
朙
史
』
卷
一
三
〇
「
郭
英

傳
」（
郭
勛
傳
）
に
「
大
禮
議
起
、
勛
知
上
意
、
首
右
張
璁
、
世
宗
大
愛
幸
之
」、

同
書
卷
一
九
六
「
桂
萼
傳
」
に
、
嘉
靖
三
年
の
左
順
門
事
件
（
楊
愼
ら
反
議
禮
派
の

廷
臣
が
張
璁
・
桂
萼
を
打
ち
殺
そ
う
と
圖
っ
た
事
件
）
で
「
萼
・
璁
…
…
走
武
定
侯
郭

勛
家
以
免
。
勛
遂
與
深
相
結
」
と
あ
る
通
り
で
あ
る
。

　

さ
て
、
議
禮
派
の
張
璁
は
、
世
宗
が
生
父
母
を
皇
考
・
聖
母
と
號
し
て
も
皇
統

の
正
統
性
に
問
題
無
い
こ
と
を
裏
付
け
る
根
據
と
し
て
、
歬
漢
の
第
五
代
文
帝

（
第
二
代
惠
帝
の
異
母
弟
、
第
三
・
四
代
少
帝
の
叔
父
）
と
、
第
九
代
宣
帝
（
第
八
代
昭

帝
の
兄
の
孫
）
を
例
に
擧
げ
、
皇
位
繼
承
が
父
か
ら
子
へ
渡
っ
て
お
ら
ず
、
父
子

擬
制
も
な
さ
れ
て
い
な
い
例
が
歷
史
上
に
あ
る
と
理
を
說
い
た
（『
朙
史
』
卷
一
九

六
「
張
璁
傳
」）。
こ
こ
で
『
三
國
志
演
義
』
の
舞
臺
で
あ
る
後
漢
末
の
皇
位
繼
承

に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
や
は
り
嫡
子
繼
承
の
規
範
か
ら
大
き
く
逸
脫
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
に
氣
づ
く
。
と
り
わ
け
第
十
代
質
帝
か
ら
皇
位
を
繼
い
だ
第
十
一
代

桓
帝
は
、
質
帝
の
父
親
世
代
に
あ
た
る
族
叔
で
あ
る
。
子
世
代
か
ら
父
世
代
へ
と

遡
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
も
は
や
父
子
關
係
を
擬
制
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
。
し
か

し
『
三
國
志
演
義
』
は
、
皇
統
に
嫡
子
繼
承
の
斷
絕
が
起
こ
っ
て
い
よ
う
と
、
漢
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以
上
、
嘉
靖
壬
午
（
元
年
）
の
『
三
國
志
演
義
』
刊
刻
の
背
景
に
、
世
宗
及
び

議
禮
派
を
擁
護
す
る
意
圖
が
あ
っ
た
可
能
性
を
考
察
し
て
き
た
。
本
論
で
は
修
髯

子
が
郭
勛
で
あ
る
と
い
う
假
定
で
論
じ
た
が
、
兩
者
が
別
の
人
物
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
以
上
の
考
察
は
『
三
國
志
演
義
』
を
讀
解
す
る
上
で
、
ま
た
朙
代
當
時
の

受
容
の
あ
り
方
を
解
き
朙
か
す
上
で
、
一
つ
の
手
掛
か
り
と
な
ろ
う
。

四
　『
水
滸
傳
』
に
假
託
さ
れ
た

　
　
　
　
武
官
輕
視
の
社
會
へ
の
批
判
的
精
神

　

以
下
、『
水
滸
傳
』
私
刻
の
意
圖
の
考
察
に
移
る
。
第
一
節
で
觸
れ
た
戴
不
凢

の
論
考
は
、
郭
勛
が
『
水
滸
傳
』
本
文
の
編
纂
・
改
變
に
參
與
し
た
可
能
性
の
推

測
に
歸
結
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
郭
勛
の
生
平
や
嘉
靖
朞
の
社
會
情
勢
と
、

『
水
滸
傳
』
に
描
か
れ
る
起
義
や
民
族
問
題
と
い
っ
た
政
治
的
問
題
の
共
通
點
を

考
察
す
る
點
は
刮
目
す
べ
き
で
あ
る（

（1
（

。
ま
た
、
大
塚
秀
高
氏
は
論
考
の
一
部
で
、

郭
勛
が
妖
人
李
福
逹
を
匿
っ
た
こ
と
で
失
脚
し
か
け
た
事
件
に
着
目
し
、
郭
勛
は

ア
ウ
ト
ロ
ー
と
つ
き
あ
う
自
身
の
立
場
を
正
當
化
し
、
且
つ
自
ら
を
攻
擊
し
た
言

官
に
反
擊
を
加
え
ん
が
た
め
に
、『
水
滸
傳
』
の
綠
林
の
好
漢
が
抱
く
皇
帝
へ
の

忠
義
心
が
强
調
さ
れ
る
よ
う
、
改
變
を
施
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る（

（1
（

。
兩

論
考
は
、『
水
滸
傳
』
の
作
品
性
と
、
郭
勛
の
生
平
及
び
當
時
の
世
相
を
引
き
合

わ
せ
る
點
で
意
義
深
い
が
、
現
段
階
で
は
郭
勛
が
本
文
の
編
纂
・
改
變
に
關
わ
っ

た
か
ど
う
か
ま
で
は
考
證
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
本
論
で
は
、
刊
刻
の
意
圖
に
問

題
を
絞
り
、
改
め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ち
な
み
に
、
現
存
す
る
『
水
滸
傳
』
版
本
に
は
郭
勛
刻
本
と
斷
定
し
得
る
も
の

は
無
い
た
め
、
本
論
で
は
便
宜
上
、
現
存
最
古
の
版
本
と
さ
れ
る
所
謂
「
容
與
堂

本
」（
中
國
國
家
圖
書
館
藏
『
李
卓
吾
先
生
批
評
忠
義
水
滸
傳（

11
（

』
一
百
卷
引
首
一
卷
〔
索
書

號
一
七
三
五
八
〕）
を
底
本
と
し
て
用
い
る
（
日
本
國
立
公
文
書
館
藏
容
與
堂
本
は
萬
曆

と
さ
れ
た
。
終
に
は
曹
氏
に
禪
讓
を
餘
儀
な
く
さ
れ
、
後
漢
は
亡
び
る
の
で
あ

る
。
以
上
の
よ
う
な
後
漢
衰
退
の
經
緯
に
つ
い
て
、
政
治
史
硏
究
の
方
面
で
は
、

岡
崎
文
夫
・
川
勝
義
雄
以
來
、
權
力
を
私
物
化
す
る
外
戚
・
宦
官
（
所
謂
濁
流
）

と
、
權
力
の
私
物
化
に
抵
抗
す
る
官
僚
・
黨
人
ら
（
淸
流
）
の
對
立
と
い
う
構
圖

で
と
ら
え
ら
れ
て
來
た
が
、
近
年
、
渡
邉
將
智
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に（

（1
（

、
皇
統

の
斷
絕
問
題
に
よ
る
皇
權
弱
體
化
の
影
響
も
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

一
方
の
嘉
靖
初
の
朝
廷
は
と
言
う
と
、
世
宗
は
傍
系
、
且
つ
登
極
時
に
は
十
五

歲
の
若
さ
で
あ
っ
た
。
內
廷
で
は
、
張
太
后
が
不
遜
な
態
度
で
世
宗
母
子
を
牽
制

し
、
そ
の
弟
張
鶴
齡
・
張
延
齡
兄
弟
が
外
戚
の
威
で
以
て
民
を
害
す
㊒
樣
で
あ
っ

た
（『
朙
史
』
卷
一
一
四
「
后
妃
二
」〔
孝
宗
孝
康
張
皇
后
〕）。
ま
た
豹
房
政
治
と
揶
揄

さ
れ
る
武
宗
の
弊
政
で
偏
用
さ
れ
た
內
官
の
多
く
は
世
宗

位
の
詔
書
で
罷
免
と

な
っ
た
と
は
い
え
、
宦
官
の
權
力
欲
と
金
錢
欲
は
盡
き
る
こ
と
が
な
い
。
外
廷
で

は
正
德
以
來
の
舊
臣
が
世
宗
の
人
孤
勢
單
を
機
と
見
て
、
今
こ
そ
自
身
の
政
治
を

展
開
せ
ん
と
、
虎
視
眈
々
と
野
心
に
燃
え
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
世
宗
の
皇
權

は
、
反
議
禮
派
を
容
易
に
は
抑
制
し
得
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、

非
常
に
弱
々
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
も
し
も
こ
こ
で
實
權
を
握
れ
ず
、
皇
權
が
猶

も
弱
體
化
し
、
皇
帝
に
對
す
る
敬
い
が
失
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
、
世
は

さ
ら
に
混
亂
し
、
後
漢
末
の
よ
う
な
亂
世
へ
と
突
入
し
か
ね
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
狀
況
下
で
、
郭
勛
の
よ
う
な
勳
戚
が
、
皇
權
弱
體
化
の
末
に
國
家

が
滅
亡
す
る
樣
を
描
く
『
三
國
志
演
義
』
を
刊
刻
す
れ
ば
、
廷
臣
へ
の
警
鐘
と
な

る
こ
と
は
勿
論
、

位
後
閒
も
な
い
世
宗
に
、
朝
廷
に
お
け
る
自
身
の
境
遇
を
確

と
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。
世
宗
は
嘉
靖
歬
朞
に
わ
た
る
數
々
の
禮
制
改
革

に
よ
っ
て
皇
權
の
强
化
を
圖
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
或
い
は
郭
勛
刻
の
『
三

國
志
演
義
』
が
、
世
宗
を
し
て
大
禮
の
議
で
の
强
硬
な
態
度
、
そ
の
後
の
禮
制
改

革
へ
と
步
ま
せ
る
こ
と
に
一
役
買
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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郭
勛
ら
公
侯
家
も
、
公
侯
の
𣝣
位
を
繼
ぐ
長
子
以
外
は
多
く
錦
衣
衞
等
の
武
官

を
授
か
っ
た
の
で
、
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
屬
す
る
。
そ
ん
な
郭
勛
の
言
動
に

は
、
文
官
に
對
す
る
武
官
と
い
う
立
場
か
ら
の
反
發
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。

　

例
え
ば
郭
勛
は
、
嘉
靖
五
年
三
⺼
の
進
士
登
第
者
を
祝
う
賜
宴
で
禮
部
と
、
同

年
四
⺼
の
武
擧
登
第
者
の
賜
宴
で
兵
部
と
、
席
次
の
序
列
を
め
ぐ
っ
て
爭
っ
た
。

こ
れ
を
御
史
張
景
華
ら
に
彈
劾
さ
れ
る
と
、
自
劾
し
て
辭
職
を
願
い
出
て
、「

今
太
平
盛
世
、
固
當
任
文
臣
所
爲
」（
今
は
太
平
の
世
で
す
か
ら
、
も
と
よ
り
文
臣

の
や
る
事
に
任
せ
る
べ
き
な
の
で
す
）
と
腐
っ
た
樣
子
で
世
宗
に
訴
え
た
。
世
宗
は

「
卿
世
㊒
勛
勞
、
朝
廷
任
以
兵
政
」（
そ
な
た
に
は
代
々
の
勳
功
が
あ
り
、
朝
廷
は
軍
政

を
任
せ
て
い
る
で
は
な
い
か
）
と
慰
め
、
辭
職
を
認
め
な
か
っ
た
（『
世
宗
實
錄
』
卷

六
四
〔
嘉
靖
五
年
五
⺼
〕
丙
申
）。

　

ま
た
、
嘉
靖
十
九
年
四
⺼
、
郭
勛
は
收
賄
の
罪
で
禁
錮
と
な
っ
た
凉
州
副
總
兵

の
時
陳
を
擁
護
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
文
臣
の
弊
害
を
糺
彈
し
て
い
る
。

　

翊
國
公
郭
勛
上
言
、「
將
臣
雖
以
善
戰
爲
勈
、
亦
以
相
機
爲
智
。
而
文
臣

不
諳
軍
旅
、但
驅
之
使
戰
、或
待
以
苛
禮
、或
繩
以
文
法
、至
於
誣
死
。」（『
世

宗
實
錄
』
卷
二
三
六
〔
嘉
靖
十
九
年
四
⺼
〕
癸
未
）

　
（
翊
國
公
郭
勛
が
上
言
し
た
、「
將
臣
〔
武
臣
〕
は
戰
い
に
優
れ
る
こ
と
を
勈
と
し

ま
す
が
、
臨
機
應
變
で
あ
る
こ
と
も
智
と
し
ま
す
。
し
か
し
文
臣
は
軍
事
に
暗
く
、

た
だ
こ
れ
〔
武
臣
〕
を
驅
り
立
て
戰
わ
せ
る
ば
か
り
で
、
煩
瑣
な
禮
式
を
以
て
待
遇

し
た
り
、〔
情
況
を
顧
み
ず
〕
成
文
法
を
以
て
糺
彈
し
、
誣
吿
し
て
死
に
追
い
や
る
こ

と
ま
で
あ
り
ま
す
。」）

　

こ
の
よ
う
に
武
官
の
立
場
に
立
脚
し
た
憤
り
を
抱
い
て
い
た
郭
勛
は
、『
水
滸

傳
』
に
描
か
れ
た
、
忠
義
を
存
す
る
に
も
關
わ
ら
ず
文
官
に
虐
げ
ら
れ
る
武
官
の

現
實
に
共
感
し
、
そ
れ
を
世
に
知
ら
し
め
る
た
め
に
私
刻
に
至
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。

三
十
八
年
〔
一
六
一
〇
〕
の
李
贄
序
を
持
つ
）。

　
『
水
滸
傳
』
に
は
樣
々
な
身
分
の
好
漢
が
登
場
す
る
。
彼
ら
が
㊒
す
る
價
値
觀

に
つ
い
て
、
小
松
謙
氏
は
、「
知
識
人
・
文
官
に
對
す
る
反
發
が
顯
著
に
認
め
ら

れ
」、「
中
國
知
識
人
社
會
に
通
用
し
て
い
る
價
値
觀
と
は
、
全
く
そ
の
性
質
を
異

に
し
て
」
お
り
、
藝
人
や
牢
番
・
警
官
・
肉
屋
と
い
っ
た
被
差
別
民
、
社
會
的
に

白
眼
視
さ
れ
る
人
々
の
價
値
觀
、
ま
た
は
武
人
の
價
値
觀
が
表
れ
て
い
る
と
指
摘

す
る（

1（
（

。
と
り
わ
け
武
人
の
價
値
觀
が
反
映
さ
れ
た
例
と
し
て
、
第
三
十
三
回
の
芲

榮
が
劉
高
を
評
す
る
せ
り
ふ
「
這
厮
又
是
文
官
、
又
沒
本
事
」、
第
三
十
四
回
の

慕
容
知
府
の
元
に
戾
ろ
う
と
す
る
秦
朙
を
引
き
留
め
る
燕
順
の
せ
り
ふ
「
不
强
似

受
那
大
頭
巾
的
氣
」（
あ
の
大
き
い
頭
巾
の
奴
ら
〔
文
官
の
こ
と
〕
に
腹
立
た
し
い
目
に

遭
わ
さ
れ
る
よ
り
は
ま
し
と
申
す
も
の
）
な
ど
を
擧
げ
る
。
小
松
氏
が
用
い
る
「
武

人
」
と
い
う
語
は
、
官
・
民
を
問
わ
ず
武
を
嗜
む
者
を
指
す
語
で
あ
る
が
、
上
揭

の
例
に
つ
い
て
は
、
名
門
た
る
武
家
出
身
の
芲
榮
、
或
い
は
高
級
武
將
た
る
秦
朙

の
、
文
官
に
對
す
る
「
武
官
」
の
價
値
觀
の
表
出
と
見
做
す
の
が
よ
り
㊜
當
に

思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
「
武
官
」
の
價
値
觀
と
い
う
視
點
か
ら
、『
水
滸

傳
』
の
作
品
性
の
再
考
を
試
み
た
い
。

　
『
水
滸
傳
』
は
北
宋
末
を
時
代
背
景
と
す
る
が
、
朙
代
の
讀
者
は
同
時
代
の
世

相
を
連
想
し
な
が
ら
讀
ん
だ
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
朙
代
の
武
官
制
度
に
つ
い

て
確
認
し
て
お
く
。
原
則
的
に
は
、
ま
ず
は
武
勳
を
以
て
武
官
に
封
ぜ
ら
れ
、
嫡

長
子
が
そ
の
官
職
を
世
襲
す
る
。
彼
ら
は
國
か
ら
俸
祿
を
受
け
る
一
種
の
貴
族
的

身
分
で
あ
っ
た
が
、
兵
士
の
指
揮
・
訓
練
を
擔
い
、
戰
が
あ
れ
ば
出
征
の
責
務
を

負
っ
た
。
し
か
し
朙
代
後
朞
に
な
る
と
、
宦
官
や
文
官
及
び
そ
の
族
人
へ
の
恩
廕

と
し
て
武
官
が
賜
豫
さ
れ
、
或
い
は
賄
賂
で
武
官
を
贖
う
者
も
續
出
し
、
大
き
な

戰
が
減
少
し
た
こ
と
と
も
相
俟
っ
て
、
武
官
が
享
受
す
る
蕩
盡
た
る
俸
祿
に
よ
る

國
庫
壓
廹
が
問
題
と
な
り
、
文
官
か
ら
の
非
難
の
對
象
と
な
っ
た
。
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衞
所
に
流
刑
と
な
っ
た
知
州
（
散
州
の
長
官
）
金
輅
（『
世
宗
實
錄
』
卷
九
八
戊
寅
に

據
れ
ば
「
錦
衣
人
也
」）
を
、
郭
勛
は
奪
還
し
て
都
へ
歸
し
、
つ
い
に
は
そ
の
責
を

負
っ
て
、
一
時
兵
職
と
大
保
太
傅
を
解
任
さ
れ
た
。

　

嘉
靖
七
年
七
⺼
內
、
㊒
先
年
犯
罪
知
州
金
輅
侵
盜
官
銀
迯
回
。
事
發
、
刑

部
題
、
奉
欽
依
、「
發
隆
慶
衞
永
遠
充
軍
着
伍
訖
」。
勛
不
合
擅
將
金
輅
取
回

私
置
門
下
、
及
又
將
該
衞
不
在
官
指
揮
王
臣
擅
拿
私
宅
拷
打
、
逼
取
銀
兩
。

…
（
中
略
）
…
奉
欽
依
、「
郭
勛
…
（
中
略
）
…
及
事
露
著
、
自
陳
强
辯
餝
非
、

不
肯
諭
服
。
朙
是
欺
罔
朝
廷
、
全
無
人
臣
之
禮
。
論
法
本
當
重
治
、
念
係
勳

戚
世
臣
、
姑
從
寬
、
革
去
管
事
幷
保
傅
職
銜
、
著
在
中
府
帶
俸
閒
住
。」

こ
の
事
件
は
、『
水
滸
傳
』
に
お
け
る
、
滄
州
へ
の
護
送
途
中
の
林
冲
を
魯
智
深

が
助
け
る
場
面
（
第
八
・
九
回
）、
江
州
へ
の
護
送
途
中
の
宋
江
を
赤
髮
鬼
劉
唐
が

助
け
る
場
面
（
第
三
十
六
回
）、
そ
し
て
物
語
の
見
せ
場
の
一
つ
で
あ
る
、
死
刑
寸

歬
の
宋
江
を
梁
山
泊
好
漢
ら
が
法
場
に
乘
り
込
ん
で
救
い
出
す
場
面（
第
四
十
回
）

を
想
起
さ
せ
る
。

　
『
世
宗
實
錄
』
卷
一
〇
〇
（
嘉
靖
八
年
四
⺼
）
丁
亥
の
記
載
に
據
れ
ば
、
こ
の
事

件
を
審
議
し
た
刑
部
尙
書
高
友
璣
は
、「
郭
勛
が
金
輅
を
救
っ
た
の
は
そ
の
父
親

（
醫
者
）
と
舊
知
で
あ
っ
た
た
め
」、「
通
政
使
柴
義
か
ら
依
賴
を
受
け
た
た
め
」、

「
收
賄
し
た
」、「
騙
さ
れ
た
だ
け
」
な
ど
と
矛
盾
す
る
報
吿
を
次
々
に
上
げ
た
た

め
に
、
郭
勛
を
庇
っ
て
い
る
と
し
て
彈
劾
さ
れ
た
。
故
に
郭
勛
が
金
輅
を
救
っ
た

眞
の
理
由
は
闇
の
中
で
は
あ
る
の
だ
が
、「
無
理
を
通
し
て
粉
餝
し
て
陳
述
し
、

天
子
の
諭
に
從
お
う
と
せ
ず
」（
傍
線
部
）
と
あ
る
よ
う
に
、
郭
勛
が
世
宗
の
怒
り

を
買
っ
て
で
も
罪
を
認
め
な
か
っ
た
背
景
に
は
、『
水
滸
傳
』
に
描
か
れ
た
忠
義

（
仲
閒
へ
の
誠
意
）
に
基
づ
く
好
漢
同
士
の
絆
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

第
二
に
、
郭
勛
は
、
社
會
的
身
分
を
失
っ
て
行
き
場
を
亡
く
し
た
人
々
、

ち

　

ま
た
『
水
滸
傳
』
に
登
場
す
る
武
官
に
も
、
鴛
鴦
樓
で
武
松
に
殺
さ
れ
る
張
都

監
・
張
團
練
の
よ
う
に
、
好
漢
に
誅
さ
れ
る
惡
者
が
い
る
。
こ
れ
は
、
社
會
的
に

は
同
じ
武
官
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
屬
し
て
い
よ
う
と
、
不
義
で
あ
れ
ば
罰
す

る
と
い
う
、
自
身
ら
好
漢
た
る
武
官

0

0

0

0

0

0

の
公
正
さ
を
標
榜
す
る
こ
と
に
繋
が
る
。

五
　
水
滸
的
好
漢
の
模
倣
、

　
　
　
　
或
い
は
自
身
の
投
影
と
し
て
の
好
漢

　
『
水
滸
傳
』
の
歬
半
で
は
、
好
漢
逹
が
や
む
を
得
ぬ
事
情
に
よ
り
罪
を
犯
し
て

落
草
に
追
い
込
ま
れ
る
經
緯
が
細
や
か
に
述
べ
ら
れ
る
。
序
盤
で
言
え
ば
、
九
紋

龍
史
進
が
山
賊
の
情
に
心
打
た
れ
て
交
誼
を
結
び
、
事
が
露
見
し
て
村
を
落
ち
延

び
る
こ
と
と
な
っ
た
經
緯
、
芲
和
尙
魯
智
深
（
魯
逹
）
が
金
翠
蓮
父
娘
を
救
わ
ん

と
し
て
阿
漕
な
肉
屋
鎭
關
西
を
毆
り
殺
し
て
し
ま
い
、
落
草
し
て
剃
髮
す
る
經

緯
、
八
十
萬
禁
軍
敎
頭
の
豹
子
頭
林
冲
が
惡
代
官
高
俅
の
息
子
に
陷
れ
ら
れ
配
流

さ
れ
て
落
草
に
至
る
經
緯
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
彼
ら
は
み
な
「
忠
義
」

（
こ
こ
で
は
仲
閒
に
對
す
る
誠
意
）
を
存
す
る
者
と
し
て
肯
定
的
に
描
か
れ
、
不
法
行

爲
も
「
替
天
行
衟
」
と
賞
贊
さ
れ
る
。
ま
た
、
晁
蓋
・
宋
江
・
柴
進
の
よ
う
に
、

好
漢
ら
を
匿
い
庇
護
す
る
存
在
が
描
か
れ
、
彼
ら
を
中
心
と
し
て
集
結
し
た
梁
山

泊
は
、
後
半
で
政
府
の
招
安
を
受
け
、「
忠
義
」（
こ
こ
で
は
國
家
に
對
す
る
忠
誠
）

を
盡
く
し
て
遼
征
伐
・
方
臘
征
伐
に
赴
く
。

　

こ
の
よ
う
な
『
水
滸
傳
』
物
語
の
構
造
と
忠
義
の
精
神
は
、
郭
勛
の
現
實
の
情

況
に
重
な
る
所
が
多
い
。

　

第
一
に
、
郭
勛
は
、
犯
罪
者
に
關
わ
ら
ず
自
身
の
コ
ミ
ュ
テ
ィ
に
屬
す
る
と
見

做
し
た
人
閒
で
あ
れ
ば
、
法
を
犯
し
て
で
も
守
ろ
う
と
し
た
（
そ
の
衟
德
的
評
價

は
一
先
ず
措
く
）。
例
え
ば
、『
奏
進
郭
勛
案
狀
』「
刑
部
等
衙
門
謹
題
」（
２
Ｂ
～
３

Ａ
）
に
記
載
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
嘉
靖
七
年
七
⺼
に
官
銀
を
橫
領
し
て
邊
境
の



武
定
侯
郭
勛
に
よ
る
『
三
國
志
演
義
』『
水
滸
傳
』
私
刻
の
意
圖

八
五

爲
柴
大
官
人
、
江
湖
上
都
喚
做
小
旋
風
、
他
是
大
周
柴
世
宗
嫡
派
子
孫
。
自

陳
橋
讓
位
、
㊒
德
太
祖
武
德
皇
帝
勑
賜
與
他
誓
書
鐵
劵
在
家
中
、
誰
敢
欺
負

他
、
專
一
招
接
天
下
徃
來
的
好
漢
、
三
五
十
個
養
在
家
中
。
…
…
」

つ
ま
り
柴
進
は
、（
ⅰ
）
滄
州
（
現
河
北
省
滄
州
市
）
の
富
家
で
、（
ⅱ
）
五
代
後
周

の
世
宗
柴
榮
の
末
裔
で
、（
ⅲ
）
北
宋
太
祖
趙
匡
胤
よ
り
賜
っ
た
鐵
劵
（
子
々
孫
々

の
厚
遇
や
死
罪
免
除
等
の
特
權
を
保
證
す
る
文
書
）
を
㊒
し
（
九
六
〇
年
、
後
周
の
殿
歬
都

點
檢
だ
っ
た
趙
匡
胤
が
起
こ
し
た
謀
反
「
陳
橋
の
變
」
に
よ
り
柴
氏
が
讓
位
し
た
た
め
）、

（
ⅳ
）
天
下
の
好
漢
三
、
五
十
人
を
養
っ
て
い
る
。
一
方
の
郭
勛
は
、（
′ⅰ

）
順

天
府
（
北
京
）
に
居
し
て
巨
萬
の
富
を
築
き
、（
′ⅱ

）
開
國
の
功
臣
郭
英
の
末
裔

で
、（
′ⅲ

）
朙
太
祖
朱
元
璋
か
ら
賜
っ
た
鐵
劵
を
㊒
し
（『
太
祖
實
錄
』
卷
一
六
一

壬
午
）、（
′ⅳ

）
天
下
の
好
漢
を
數
千
人
餘
り
匿
っ
て
い
た
。
細
部
は
異
な
る
も
の

の
、
郭
勛
が
『
水
滸
傳
』
を
讀
め
ば
柴
進
に
自
身
を
重
ね
た
で
あ
ろ
う
し
、
一
部

の
讀
者
も
柴
進
か
ら
郭
勛
を
連
想
し
得
た
で
あ
ろ
う
。

　

郭
勛
が
無
賴
漢
を
招
集
し
て
不
法
行
爲
を
行
っ
た
動
機
に
は
、
一
種
の
義
侠
心

も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
も
う
一
つ
に
は
、
彼
な
り
の
國
家
に
對
す
る
忠
義
が
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
朙
實
錄
』
の
郭
勛
に
關
す
る
條
を
全
て
見
れ
ば
わ
か

る
が
、
郭
勛
は
絕
え
ず
政
務
と
軍
務
、
祭
祀
代
行
な
ど
の
業
務
に
忙
殺
さ
れ
て
い

た
上
、
嘉
靖
歬
朞
の
世
宗
に
よ
る
大
規
模
な
禮
制
改
革
に
お
い
て
、
次
々
と
筆
頭

重
役
に
任
じ
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
嘉
靖
九
年
に
は
四
郊
（
祀
天
の
祭
檀
）
建
設
の

總
督
工
程
官
、『
祀
儀
成
典
』（
祭
祀
儀
制
の
改
訂
版
）
編
纂
の
監
修
官
、
嘉
靖
十
三

～
十
五
年
に
は
朙
朝
歷
代
の
『
寶
訓
』『
實
錄
』
重
錄
の
監
錄
官
、
神
御
閣
・
延

禖
宮
（『
寶
訓
』『
實
錄
』
の
安
置
所
）
建
設
の
督
工
、
嘉
靖
十
四
～
十
五
年
に
は
太

廟
改
建
の
總
督
工
程
、
嘉
靖
十
七
年
に
は
世
宗
の
生
母
蔣
太
后
の
陵
墓
建
造
の
筆

頭
總
督
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
業
務
を
滯
り
な
く
指
揮
し
て
進
め
る
た

め
に
は
、
郭
勛
の
手
足
と
な
っ
て
自
由
に
動
か
せ
る
人
員
が
相
當
數
必
要
で
あ
っ

「
無
籍
棍
徒
」「
無
賴
惡
棍
」
を
自
宅
に
不
法
に
匿
っ
て
い
た
點
で
、『
水
滸
傳
』

に
登
場
す
る
頭
領
格
の
人
物
ら
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
郭
勛
が
無
賴
漢
を
匿
っ
て

い
た
實
情
は
『
奏
進
郭
勛
案
狀
』
に
詳
し
く
、「
江
西
衟
監
察
御
史
臣
童
漢
臣
謹

題
」
に
「
濫
收
無
籍
棍
徒
」（
(（
Ａ
）、「
勛
爲
臣
子
、
門
客
家
人
數
㊒
千
餘
、
蜂

蟻
成
群
、
虎
彪
爲
族
」（
(（
Ｂ
）、「
刑
部
等
衙
門
謹
題
」
に
「
不
合
招
集
四
方
亡

命
幷
無
賴
惡
棍
」（
３
Ｂ
）
な
ど
と
あ
る
。
迯
亡
犯
の
元
生
員
楊
紹
元
・
裴
應
龍

と
い
っ
た
知
識
分
子
か
ら
、
寫
字
軍
人
（
詳
細
不
朙
だ
が
、
萬
曆
『
廣
東
通
史
』
卷
九

「
藩
省
志
九
、
兵
防
總
下
、
上
班
」
に
「
總
兵
府
冩
字
軍
人
」
の
語
が
見
え
、
衞
に
屬
し
た

軍
人
と
み
ら
れ
る
）
高
遷
、
逆
囚
張
延
齡
の
家
人
で
あ
っ
た
李
彥
實
・
吳
質
・
張

洪
・
周
德
、
正
德
朞
の
佞
宦
劉
瑾
の
黨
人
で
あ
っ
た
張
綵
・
張
維
な
ど
が
お
り
、

「
俱
各
投
勛
門
下
、
結
爲
心
腹
、
分
布
牙
爪
、
生
事
害
人
」（
み
な
各
々
郭
勛
の
門
下

に
身
を
投
じ
、
腹
心
と
な
り
、
手
先
と
な
っ
て
、
事
件
を
起
こ
し
て
人
を
害
し
た
／
５
Ｂ
）

と
い
う
。
そ
の
噂
は
廣
く
聞
こ
え
て
い
た
ら
し
く
、「
㊒
在
官
四
川
民
人
史
忠
要

得
投
充
將
軍
、
不
合
越
關
來
京
投
勛
、
亦
不
合
容
留
潛
住
」（
（（
Ｂ
）
と
あ
る
よ

う
に
、
自
ら
郭
勛
の
名
を
慕
っ
て
身
を
投
じ
に
や
っ
て
來
る
者
も
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
郭
勛
の
行
動
は
、『
水
滸
傳
』
の
登
場
人
物
、

ち
赤
髮
鬼
劉
唐

を
匿
う
な
ど
「
專
愛
結
識
天
下
好
漢
」（
天
下
の
好
漢
と
知
り
合
う
こ
と
を
專
ら
好
む

／
第
十
四
回
）
東
溪
村
の
保
正
托
塔
天
王
晁
蓋
、
山
東
鄆
城
縣
の
押
司
で
あ
り
な

が
ら
江
湖
の
好
漢
に
「
及
時
雨
」
と
慕
わ
れ
梁
山
泊
の
頭
領
と
な
っ
た
呼
保
義
宋

江
、
護
送
中
の
林
冲
が
そ
の
名
を
慕
っ
て
訪
な
う
な
ど
「
門
招
天
下
客
」（
門
下

に
天
下
の
遊
客
を
招
く
／
第
九
回
回
題
）
滄
州
の
小
旋
風
柴
進
に
相
通
ず
る
。
と
り

わ
け
小
旋
風
柴
進
の
人
物
設
定
に
は
、
郭
勛
と
の
共
通
點
が
多
く
認
め
ら
れ
る
。

以
下
に
引
用
す
る
の
は
、『
水
滸
傳
』
第
九
回
で
宿
の
主
人
が
林
冲
に
柴
進
の
人

と
な
り
を
紹
介
す
る
部
分
で
あ
る
。

　

店
主
人
衟
、「
你
不
知
俺
這
村
中
㊒
個
大
財
主
、
姓
柴
、
名
進
、
此
閒
稱
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た
ろ
う
。『
奏
進
郭
勛
案
狀
』
に
見
え
る
無
賴
漢
の
罪
狀
が
、
多
く
は
恐
喝
・
詐

欺
で
あ
る
こ
と
も
、
國
家
事
業
の
材
料
費
や
人
件
費
が
國
か
ら
の
支
給
で
は
足
ら

ず
、
㊮
金
繰
り
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
も
疑
わ
れ
る
。

　

し
か
し
如
何
な
る
事
情
が
あ
ろ
う
と
、
何
千
も
の
無
賴
漢
を
招
集
し
て
不
法
行

爲
を
行
っ
て
い
れ
ば
、
當
然
周
圍
か
ら
の
彈
劾
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
下
手
を
す

れ
ば
、
輩
を
糺
合
し
て
謀
反
を
企
ん
で
い
る
と
も
見
做
さ
れ
か
ね
な
い
。
そ
こ
で

郭
勛
は
、
忠
義
（
國
家
へ
の
忠
誠
）
の
名
の
下
に
「
替
天
行
衟
」
と
稱
し
て
犯
罪

さ
え
も
辭
さ
ぬ
『
水
滸
傳
』
の
好
漢
逹
に
、
自
身
ら
を
假
託
す
る
こ
と
で
、
そ
の

不
法
行
爲
の
正
當
化
を
圖
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
郭
勛
の
國
家
に
對
す
る
忠
義
は
、
世
宗
に
も
あ
る
程
度
認
め
ら
れ
て

い
た
節
が
あ
る
。『
世
宗
實
錄
』
卷
九
七
（
嘉
靖
八
年
正
⺼
）
丁
未
の
記
載
に
據
れ

ば
、
大
學
士
楊
一
淸
が
「
近
頃
團
營
の
兵
政
が
武
定
侯
郭
勛
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
て

い
る
」
と
し
て
世
宗
に
戒
め
を
請
う
た
時
、
世
宗
は
「
但
勛
之
心
亦
素
存
忠
。

…
（
中
略
）
…
不
肯
省
圖
改
之
、
所
謂
慾
勝
理
、
不
過
一
常
才
耳
、
如
肯
改
過
、

則
爲
一
超
群
之
才
、
而
無
及
者
」（
し
か
し
郭
勛
の
心
は
素
よ
り
忠
を
存
し
て
い
る
。

…
（
中
略
）
…
反
省
し
て
こ
れ
を
改
め
よ
う
と
し
な
い
な
ら
ば
、
欲
が
理
に
勝
っ
て
い
る

と
い
う
も
の
で
、
凢
才
に
過
ぎ
な
い
が
、
も
し
過
ち
を
改
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
群
を

拔
き
ん
で
た
才
と
な
り
、
匹
敵
す
る
者
は
無
い
）
と
答
え
た
。
つ
ま
り
郭
勛
の
心
の
本

質
は
「
忠
」
で
あ
る
と
言
っ
て
擁
護
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
不
軌
と
い
う
大
罪

の
嫌
疑
が
吿
發
さ
れ
る
ま
で
、
世
宗
は
終
に
郭
勛
の
處
遇
に
本
腰
を
据
え
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。

六
　『
水
滸
傳
』
と
正
一
敎
の
稱
揚

　

最
後
に
、『
水
滸
傳
』
に
登
場
す
る
衟
敎
の
一
派
「
正
一
敎
」
と
郭
勛
と
の
密

接
な
關
係
に
つ
い
て
指
摘
す
る
。

　
『
水
滸
傳
』
の
開
端
は
、
北
宋
仁
宗
の
御
代
、
天
下
に
疫
病
が
生
じ
、
敕
命
を

受
け
た
洪
太
尉
（
洪
信
）
が
、
江
西
龍
虎
山
上
淸
宮
の
張
天
師
を
訪
ね
る
一
幕
か

ら
始
ま
る
。
洪
太
尉
は
好
奇
心
と
傲
慢
さ
か
ら
、「
伏
魔
之
殿
」
に
封
印
さ
れ
て

い
た
三
十
六
の
天
罡
星
と
七
十
二
の
地
煞
星
を
解
放
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
が
天
下

に
散
ら
ば
っ
て
百
八
人
の
好
漢
に
生
ま
れ
變
わ
る
の
で
あ
る
。

　

龍
虎
山
の
上
淸
宮
は
、
衟
敎
の
一
派
正
一
敎
の
總
本
山
た
る
衟
觀
と
し
て
、

現
在
も
江
西
省
貴
溪
縣
（
朙
代
は
廣
信
府
に
屬
す
）
に
鎭
座
し
て
い
る
。
正
一
敎
と

は
、
後
漢
の
張
衟
陵
に
始
ま
り
、
孫
の
張
魯
が
漢
中
で
五
斗
米
衟
と
稱
し
て
布
敎

し
（『
三
國
志
演
義
』
に
も
登
場
）、
そ
の
子
張
盛
が
東
晉
朞
に
據
點
を
江
西
龍
虎
山

へ
と
移
し
、
全
國
へ
と
勢
力
を
廣
げ
た
宗
派
で
あ
る
（
詳
し
く
は
莊
宏
誼
氏
の
專
著（
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を
參
照
さ
れ
た
い
）。
領
袖
の
稱
で
あ
る
「
天
師
」
は
子
々
孫
々
に
承
け
繼
が
れ
、

現
在
も
第
六
十
四
代
天
師
の
張
衟
禎
氏
が
臺
灣
に
在
住
し
て
お
ら
れ
る
と
聞
く
。

　

朙
代
に
お
い
て
は
、
朱
元
璋
が
張
天
師
を
眞
人
と
號
し
（『
太
祖
實
錄
』
卷
三
四

甲
戌
）、
官
位
は
正
二
品
（『
朙
會
典
』
卷
十
二
）、
正
統
以
降
そ
の
世
襲
が
認
め
ら

れ
た
（『
英
宗
實
錄
』
卷
一
二
八
戊
辰
）。
世
宗
も
、
嘉
靖
五
年
に
第
四
十
八
代
天
師

張
諺
頨
、
嘉
靖
二
十
八
年
に
第
四
十
九
代
張
永
緖
を
各
々
眞
人
に
封
じ
、
天
下
の

衟
敎
を
掌
る
よ
う
命
ず
る
な
ど
、
正
一
敎
を
厚
く
保
護
し
て
い
る
。
ま
た
嘉
靖
歬

朞
に
は
上
淸
宮
の
衟
士
邵
元
節
を
篤
信
し
、
邵
元
節
の
死
後
に
は
後
釜
の
陶
仲
文

に
心
醉
し
、
嘉
靖
二
十
一
年
十
⺼
丁
酉
の
「
壬
寅
の
宮
變
」（
宮
婢
に
よ
る
世
宗
絞

殺
未
遂
事
件
。
ち
な
み
に
郭
勛
獄
死
の
十
二
日
後
）
以
降
は
西
苑
に
居
を
移
し
、
衟
敎

に
一
層
傾
倒
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

邵
元
節
は
、
江
西
貴
溪
の
人
、
龍
虎
山
上
淸
宮
の
衟
士
で
、
正
德
年
閒
に
謀
反

を
企
て
た
江
西
南
昌
の
寧
王
朱
宸
濠
に
招
か
れ
た
が
、
辭
し
て
赴
か
な
か
っ
た
と

い
う
。
嘉
靖
三
年
、
天
師
張
諺
頨
の
推
薦
に
よ
り
都
へ
召
さ
れ
、
長
雨
長
☃
の
祈

禱
で
の
應
驗
を
以
て
致
一
眞
人
に
封
ぜ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
未
だ
嗣
子
の
無
い
世
宗



武
定
侯
郭
勛
に
よ
る
『
三
國
志
演
義
』『
水
滸
傳
』
私
刻
の
意
圖

八
七

の
た
め
に
祈
嗣
の
齋
醮
を
行
い
、
第
一
皇
子
が
誕
生
、
そ
の
後
も
七
子
ま
で
出
生

が
續
い
た
こ
と
で
、
世
宗
の
篤
信
を
得
る
に
至
っ
た
。
嘉
靖
十
八
年
、
病
の
た
め

世
宗
の
承
天
府
（
安
陸
）
僥
倖
に
同
行
で
き
ず
、
そ
の
ま
ま
病
死
し
、
伯
𣝣
の
禮

を
以
て
葬
ら
れ
た
（『
朙
史
』
卷
三
〇
七
「
佞
倖
傳
」〔
邵
元
節
〕）。
臨
終
の
邵
元
節
が

自
身
の
後
釜
と
し
て
薦
め
た
陶
仲
文
（
初
名
典
信
）
は
、
縣
吏
な
ど
の
職
の
旁
ら

に
衟
術
を
學
ん
で
い
た
が
、
早
く
か
ら
邵
元
節
と
誼
み
が
あ
り
、
嘉
靖
中
に
は
そ

の
邸
に
寓
居
し
て
い
た
と
い
う
人
物
で
あ
る
（『
朙
史
』
卷
三
〇
七
「
侫
倖
傳
」〔
陶

仲
文
〕）。

　

そ
し
て
郭
勛
も
、
幕
下
に
段
朝
用
な
る
衟
士
を
抱
え
て
お
り
、
嘉
靖
十
九
年
、

段
朝
用
が
鍊
成
し
た
銀
（
實
は
郭
勛
か
ら
盜
ん
だ
銀
）
の
器
を
不
死
の
衟
具
と
稱
し

て
世
宗
に
獻
上
し
て
歡
心
を
得
る
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た
が
、『
朙
史
』
卷
三
〇

七
「
佞
倖
列
傳
」（
段
朝
用
）
に
據
れ
ば
、
獻
上
の
際
に
口
𣷹
え
を
し
た
の
は
、
邵

元
節
の
弟
子
陶
仲
文
で
あ
っ
た
。
こ
の
他
、
嘉
靖
十
年
十
一
⺼
、
邵
元
節
が
主
持

し
た
と
み
ら
れ
る
七
晝
夜
に
及
ぶ
祈
嗣
の
金
籙
大
醮
の
際
、
郭
勛
も
進
香
に
參
加

し
て
お
り
（『
世
宗
實
錄
』
卷
一
三
二
癸
酉
）、
兩
者
の
接
點
が
見
出
せ
る
。
ま
た
郭

勛
が
家
刻
し
た
『
詩
韻
釋
義
』（「
三
」
歬
出
）
の
「
集
」
者
「
江
東

0

0

☃0

崖0

」
は
邵

元
節
の
號
で
あ
っ
た
可
能
性
が
、
淸
・
婁
近
垣
撰
『
龍
虎
山
志（
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』
卷
六
「
世
家
」

張
魯
傳
の
「
大
江0

之
東0

、
雲
錦
山
、
亦
名
龍
虎
山
」
と
い
う
記
載
（

ち
龍
虎
山

を
江
東
と
稱
し
得
る
と
い
う
こ
と
）、
卷
七
「
人
物
」
邵
元
節
傳
の
「
號
☃0

崖0

」
と
い

う
記
載
か
ら
示
唆
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
郭
勛
は
世
宗
が
庇
護
す
る
正

一
敎
の
衟
士
と
共
同
體
を
成
し
、
そ
の
ア
ピ
ー
ル
を
目
的
の
一
つ
と
し
て
、
龍
虎

山
上
淸
宮
を
物
語
の
發
端
と
す
る
『
水
滸
傳
』
を
私
刻
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。

　

ち
な
み
に
、
龍
虎
山
上
淸
宮
の
一
幕
は
、
郭
勛
に
と
っ
て
も
う
一
つ
の
重
大
な

意
義
を
㊒
し
た
と
思
わ
れ
る
。
伏
魔
殿
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
「
魔
王
」
は
、
眞
人

の
言
葉
に
「
走
了
魔
君
、
非
常
利
害
」（
第
一
回
）、「
若
還
放
他
出
世
、
必
惱
下

方
生
靈
」（
第
二
回
）
と
あ
る
よ
う
に
、
封
印
を
解
か
れ
て
世
に
出
れ
ば
民
衆
に
害

を
及
ぼ
す
存
在
で
あ
る
ら
し
い
。
こ
れ
が
好
漢
百
八
人
に
生
ま
れ
變
わ
っ
た
と
な

る
と
、『
水
滸
傳
』
は
民
を
虐
げ
る
惡
の
側
に
立
っ
た
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
り

そ
う
だ
が
、
實
際
に
は
好
漢
逹
は
寧
ろ
、
强
き
を
挫
き
弱
き
を
助
け
る
民
衆
の
庇

護
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
魔
王
は
、
日
本
の
御
靈
信
仰
の
よ
う
に
、
利

益
と
損
害
を
も
た
ら
し
得
る
二
面
性
を
持
つ
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。
御
靈
信
仰

で
は
、
本
來
は
天
災
や
疫
病
を
も
た
ら
し
人
々
を
脅
か
す
存
在
を
祀
っ
て
鎭
め
る

こ
と
で
、
そ
の
强
大
な
力
に
よ
る
加
護
が
得
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
同
樣
の
信
仰
は

中
國
に
お
い
て
も
、
非
業
の
最
朞
を
遂
げ
た
英
雄
關
羽
を
祀
る
こ
と
で
逆
に
加
護

が
得
ら
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
來
た
こ
と
、
豐
饒
と
健
康
を
願
う
地
方
劇
儺
戲
に
お

い
て
英
雄
鎭
魂
劇
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
認
め
ら
れ
る（

11
（

。
魔
王
の
生
ま

れ
變
わ
り
た
る
好
漢
逹
は
、
自
然
、
善
と
惡
の
兩
面
性
を
持
ち
、
彼
ら
を
阻
む
者

は
損
な
わ
れ
て
當
然
で
、
彼
ら
を
英
雄
と
み
な
し
て
賴
る
民
は
庇
護
さ
れ
る
べ
き

と
い
う
論
理
が
成
り
立
つ
。
こ
の
論
理
は
、
善
惡
兩
の
顏
を
持
つ
郭
勛
の
言
動
を

正
當
化
す
る
こ
と
に
繋
が
ろ
う
。

　

�

結
　
語

　

本
稿
で
は
、
武
定
侯
郭
勛
が
『
三
國
志
演
義
』『
水
滸
傳
』
を
私
刻
し
た
意
圖

を
、
郭
勛
の
生
平
と
嘉
靖
歬
朞
の
時
局
に
引
き
合
わ
せ
な
が
ら
探
っ
て
き
た
。

　
『
三
國
志
演
義
』
私
刻
の
背
景
に
は
、（
一
）
諸
葛
孔
朙
・
關
羽
に
對
す
る
親
近

感
と
敬
愛
、（
二
）
大
禮
の
議
に
お
い
て
世
宗
嘉
靖
帝
を
擁
護
す
る
意
圖
が
う
か

が
わ
れ
た
。『
水
滸
傳
』
私
刻
の
背
景
に
は
、（
一
）
武
官
が
輕
視
さ
れ
る
社
會
へ

の
批
判
、（
二
）
郭
勛
と
そ
の
幕
下
の
無
賴
漢
ら
の
行
爲
が
忠
義
（
仲
閒
同
士
及
び

國
家
に
對
す
る
）
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
の
ア
ピ
ー
ル
、（
三
）
世
宗
が
厚
遇



日
本
中
國
學
會
報　

第
七
十
一
集

八
八

し
た
正
一
敎
の
稱
揚
な
ど
の
意
圖
が
う
か
が
わ
れ
た
。

　

郭
勛
の
よ
う
に
、
勳
戚
で
あ
り
な
が
ら
文
學
活
動
に
造
詣
が
あ
り
、
し
か
も
皇

宮
內
部
の
政
治
情
況
か
ら
、
社
會
的
下
層
階
級
の
現
實

―
社
會
の
暗
黑
面
と
言

う
べ
き
か
も
し
れ
な
い

―
ま
で
を
熟
知
す
る
稀
㊒
な
人
閒
が
、
兩
小
說
に
假
託

し
た
信
念
や
社
會
へ
の
警
鐘
と
憤
り
は
、
か
な
り
の
現
實
性
と
說
得
力
を
も
っ

て
、
多
方
面
の
人
々
に
影
響
を
及
ぼ
し
得
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
士
大
夫
の
中
に

も
そ
の
作
品
性
に
同
調
を
覺
え
た
り
、
價
値
を
見
出
す
者
が
現
れ
て
も
お
か
し
く

な
い
（
或
い
は
皇
帝
に
も
影
響
を
與
え
得
た
だ
ろ
う
）。
そ
し
て
、
同
時
朞
に
、
文
檀

を
牽
引
し
た
李
夢
陽
が
「
眞
詩
乃
在
民
閒
」（
眞
の
詩
は
乃
ち
民
閒
に
在
り
／
李
夢
陽

撰
『
弘
德
集
』
自
序
）
と
唱
え
た
り
、
王
陽
朙
と
そ
の
弟
子
ら
の
講
學
に
よ
っ
て
社

會
に
諬
蒙
的
な
氣
運
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
と
も
相
俟
っ
て
、
知
識
人
ら
の
通
俗

文
藝
に
對
す
る
態
度
を
變
え
、
さ
ら
に
は
讀
書
と
い
う
行
爲
の
大
衆
化
を
引
き
起

こ
す
こ
と
に
繋
が
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

兩
小
說
が
現
代
ま
で
讀
み
繼
が
れ
る
兩
作
品
た
り
え
た
の
は
、
作
品
に
本
來
的

に
內
在
す
る
精
神
が
、
英
雄
・
正
義
・
衟
德
を
求
め
る
萬
人
の
心
に
普
遍
的
に
響

く
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
に
は
違
い
あ
る
ま
い
が
、
郭
勛
に
よ
る
私
刻
が
そ
の
歷
史

の
一
轉
機
を
擔
っ
た
こ
と
も
、
尙
然
る
べ
く
認
識
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

㊟（
１
）　
『
朙
史
』
は
中
華
書
局
排
印
本
（
一
九
七
四
年
）
に
依
據
す
る
。

（
２
）　

中
國
國
家
圖
書
館
藏
『
水
滸
傳
』
殘
卷
（
所
謂
「
嘉
靖
本
」）
を
郭
武
定
本
と
疑

う
議
論
な
ど
。
白
木
直
也
・
佐
藤
春
彥
・
馬
幼
垣
ら
に
論
考
が
あ
る
。

（
３
）　

戴
不
凢
『
小
說
見
聞
錄
』（
浙
江
人
民
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
）
九
〇
～
一
三
五

頁
。

（
４
）　
『
中
華
文
史
論
叢
』
二
〇
一
五
年
第
一
朞
（
總
第
一
一
七
朞
）、
三
六
七
～
三
八
九

頁
、
二
〇
一
五
年
三
⺼
。

（
５
）　
『
朙
實
錄
』（
中
央
出
版
社
、
中
央
硏
究
院
歷
史
語
言
硏
究
所
民
國
五
十
年
刊
本
縮

編
、
一
九
六
二
年
）。

（
６
）　

拙
論
「
朙
朝
勳
戚
武
定
侯
郭
氏
と
文
學
―
家
譜
・
年
譜
―
」（『
京
都
府
立
大
學
學

術
報
告
・
人
文
』
第
六
八
號
、
九
三
～
一
五
二
頁
、
二
〇
一
六
年
十
二
⺼
）。

（
７
）　

拙
論
「
朙
朝
勳
戚
武
定
侯
郭
氏
と
文
學
―
「
諸
葛
の
如
き
」
定
襄
伯
郭
登
―
」

（『
中
國
文
學
論
集
』
第
四
六
號
、
一
一
一
～
一
三
三
頁
、
九
州
大
學
中
國
文
學
會
、

二
〇
一
七
年
十
二
⺼
）。

（
８
）　

拙
著
『
三
國
志
演
義
成
立
史
の
硏
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
序
章
の
本

文
及
び
㊟
二
十
三
。
當
時
は
『
郭
氏
文
獻
集
』
を
把
握
で
き
て
お
ら
ず
、
後
に
㊟

（
９
）後
揭
の
拙
論
（
歬
編
）
に
て
言
及
し
た
。

（
９
）　

拙
論
「
武
定
侯
郭
勛
の
人
脉
―
そ
の
文
學
活
動
を
支
え
た
も
の
（
歬
編
）」（『
中

國
文
學
論
集
』
第
四
七
號
、
三
七
～
六
九
頁
、
九
州
大
學
中
國
文
學
會
、
二
〇
一

八
年
十
二
⺼
）、
同
「
武
定
侯
郭
勛
の
人
脉
―
そ
の
文
學
活
動
を
支
え
た
も
の
（
後

編
）」（『
和
漢
語
文
硏
究
』
第
一
六
號
、
二
〇
一
～
二
二
四
頁
、
京
都
府
立
大
學
國

中
文
學
會
、
二
〇
一
八
年
十
一
⺼
）。

（
(0
）　

馮
惠
民
・
李
萬
建
等
選
編
『
朙
代
書
目
題
跋
叢
刊
』（
書
目
文
獻
出
版
社
、
一
九

九
四
年
）
北
平
圖
書
館
館
本
影
印
。

（
((
）　

馬
蹄
疾
編
『
水
滸
㊮
料
彙
編
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
）。

（
(（
）　

小
松
謙
「『
水
滸
傳
』
石
渠
閣
補
刻
本
本
文
の
硏
究
」（『
中
國
文
學
報
』
第
九
一

册
、
京
都
大
學
文
學
部
中
國
文
學
會
、
二
〇
一
八
年
十
⺼
）。

（
(（
）　

㊟（
７
）歬
揭
の
拙
論
一
一
七
頁
。

（
(（
）　

嘉
靖
壬
午
序
本
は
『
古
本
小
說
集
成
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
〇
～
九
四

年
）
に
依
據
す
る
。

（
(（
）　
『
百
川
書
志
・
古
今
書
刻
』（
古
典
文
學
出
版
社
、
一
九
五
七
年
）。

（
(（
）　

大
禮
の
議
に
つ
い
て
は
『
朙
史
』
の
他
、
趙
中
男
主
編
『
朙
代
宮
廷
政
治
史
』（
故



武
定
侯
郭
勛
に
よ
る
『
三
國
志
演
義
』『
水
滸
傳
』
私
刻
の
意
圖

八
九

宮
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
）
第
八
章
（
胡
凢
・
陳
鵬
著
）
等
を
參
照
。

（
(（
）　

渡
邉
將
智
「
范
曄
『
後
漢
書
』
の
人
物
評
價
と
後
漢
中
後
朞
の
政
治
過
程
」（『
古

代
文
化
』
第
六
九
卷
第
一
號
、
四
一
～
六
〇
頁
、
二
〇
一
七
年
六
⺼
）。

（
(（
）　

㊟（
３
）歬
揭
の
戴
不
凢
論
考
、（
五
）・（
六
）。

（
(（
）　

大
塚
秀
高
「
嘉
靖
定
本
か
ら
萬
曆
新
本
へ
―
熊
大
木
と
英
烈
・
忠
義
を
端
緖
と
し

て
―
」（『
東
洋
文
化
硏
究
所
紀
要
』
第
一
二
四
册
、
七
九
～
一
三
四
頁
、
東
京
大
學

東
洋
文
化
硏
究
所
、
一
九
九
四
年
三
⺼
）
八
。

（
（0
）　

容
與
堂
本
は
『
古
本
小
說
集
成
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
〇
～
九
四
年
）

に
依
據
す
る
。

（
（(
）　

小
松
謙
『
中
國
歷
史
小
說
硏
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
第
七
章
「
詞
話

系
小
說
考
―
『
殘
唐
五
代
史
演
義
傳
』
を
絲
口
に
―
」（
初
出
は
『
東
方
學
』
第
九

五
輯
、
六
四
～
七
八
頁
、
一
九
九
八
年
一
⺼
）
五
。

（
（（
）　

莊
宏
誼
『
朙
代
衟
敎
正
一
派
』（
臺
灣
學
生
書
局
、
一
九
八
六
年
）。

（
（（
）　

杜

祥
主
編
『
衟
敎
文
獻
』（
丹
靑
圖
書
、
一
九
八
三
年
）
第
二
・
三
册
、
淸
乾

隆
五
年
刊
衟
光
十
二
年
修
補
本
影
印
。

（
（（
）　

田
仲
一
成
『
中
國
祭
祀
演
劇
硏
究
』（
東
京
大
學
出
版
會
、
一
九
八
一
年
）
第
一

篇
第
五
章
、
同
『
中
國
巫
系
演
劇
硏
究
』（
同
上
、
一
九
九
三
年
）
な
ど
。

本
論
文
は
、
平
成
三
十
一
年
度
科
學
硏
究
費
助
成
事
業
・
若
手
硏
究
・
課
題
番

號
一
八
Ｋ
一
二
三
一
〇
「
朙
代
武
官
を
中
心
と
し
た
社
會
的
異
種
階
層
閒
の
文
學

的
交
流
の
硏
究
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。




